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計 1 名

在 職 年 数 勤 続 郡 町 村 名 職 名 氏 名

計 4 名

在 職 年 数 勤 続 郡 町 村 名 職 名 氏 名

8 年 0 月 菊 池 郡 大 津 町

町村議会議員として２７年以上在職者

全国町村議会議長会表彰

町村議会議長として７年以上在職者

27 年 5 月 玉 名 郡 長 洲 町

議 長 桐 原 則 雄

27 年 8 月 球 磨 郡 五 木 村 議 員

27 年 0 月 玉 名 郡 長 洲 町 議 長

松 井 一 也

永 田 和 彦

田 山 淳 士

議 員

福 永 栄 助

27 年 11 月 菊 池 郡 大 津 町 議 員

3



4



計 12 名

在 職 年 数 勤 続 郡 町 村 名 職 名 氏 名

黒 木 正 照

中 村 重 道

西 本 巳 喜 男

岡 本 精 二

藤 本 新 一

皆 越 て る 子

球 磨 郡 相 良 村 議 員

15 年 7 月 球 磨 郡 五 木 村 議 長

15 年 7 月 球 磨 郡 五 木 村 議 員

15 年 10 月

球 磨 郡 あ さ ぎ り 町 議 員

15 年 10 月 球 磨 郡 相 良 村 議 長

15 年 10 月 球 磨 郡 相 良 村 議 員

16 年 10 月 球 磨 郡 あ さ ぎ り 町 副 議 長 永 井 英 治

15 年 4 月 上 益 城 郡 山 都 町 議 長

磯 野 博

藤 澤 和 生

上 田 俊 孝

三 浦 賢 治

松 田 達 之

16 年 10 月

八 代 郡 氷 川 町 副 議 長

15 年 4 月 八 代 郡 氷 川 町 議 員

15 年 4 月 八 代 郡 氷 川 町 議 員

15 年 5 月 玉 名 郡 長 洲 町 議 員

15 年 4 月

町村議会議員として１５年以上在職者
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計 1 名

在 職 年 数 勤 続 郡 町 村 名 職 名 氏 名

計 6 名

在 職 年 数 勤 続 郡 町 村 名 職 名 氏 名

計 5 名

在 職 年 数 勤 続 郡 町 村 名 職 名 氏 名

町村議会正副議長として７年以上在職者

町村議会議員として３０年以上在職者（特別表彰）

30 年 1 月 天 草 郡 苓 北 町 議 員 錦 戸 俊 春

8 年 10 月 球 磨 郡 錦 町 議 長

熊本県町村議会議長会表彰

町村議会議員として２３年以上在職者

上 益 城 郡 山 都 町 議 長

7 年 6 月 葦 北 郡 津 奈 木 町 議 長

7 年 9 月

桐 原 則 雄

藤 澤 和 生

栁 迫 好 則

荒 川 孝 一

金 山 民 幸

8 年 0 月 菊 池 郡 大 津 町 議 長

7 年 4 月

岡 本 精 二

球 磨 郡 錦 町 議 員

7 年 8 月 球 磨 郡 五 木 村 議 長

副 議 長

23 年 10 月 球 磨 郡 相 良 村 議 員

23 年 5 月 玉 名 郡 長 洲 町 議 員

23 年 5 月 玉 名 郡 長 洲 町 議 員

23 年 7 月 球 磨 郡 五 木 村 議 員

濱 村 芳 光

徳 永 範 昭

坂 本 典 光

小 善 満 子

早 田 吉 臣

24 年 0 月 菊 池 郡 大 津 町
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計 12 名

在 職 年 数 勤 続 郡 町 村 名 職 名 氏 名

15 年 5 月

町村議会議員として１５年以上在職者

八 代 郡 氷 川 町 議 員 三 浦 賢 治

副 議 長

議 長 藤 澤 和 生

上 田 俊 孝

磯 野 博

15 年 4 月 上 益 城 郡 山 都 町

15 年 4 月 八 代 郡 氷 川 町

松 田 達 之15 年 4 月 八 代 郡 氷 川 町 議 員

玉 名 郡 長 洲 町 議 員

15 年 4 月

16 年 10 月 球 磨 郡 あ さ ぎ り 町 副 議 長 永 井 英 治

16 年 10 月 球 磨 郡 あ さ ぎ り 町 議 員 皆 越 て る 子

議 長 岡 本 精 二

15 年 10 月 球 磨 郡 相 良 村 議 長 黒 木 正 照

15 年 10 月 球 磨 郡 相 良 村 議 員 中 村 重 道

15 年 7 月 球 磨 郡 五 木 村 議 員 藤 本 新 一

15 年 10 月 球 磨 郡 相 良 村 議 員 西 本 巳 喜 男

15 年 7 月 球 磨 郡 五 木 村
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会 務 報 告 
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報告第１号 

 

 

 

 

会 務 報 告 

 

 令和６年１月１日から令和６年１２月３１日に至る本会会務を次の

とおり報告する。 

 

 

  令和 7 年 2 月 21 日提出 

 

熊本県町村議会議長会 

会長 上 田  孝 
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第１ 本会役員及び議長の異動 

 令和 6 年 1 月 1 日から令和 6 年 12 月 31 日までの本会役員及び議長の異動は、次のとお

りである。 

 

（１）役員の異動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）議長の異動 

 

郡・町村名 
就    任 退    任 

年月日 氏  名 年月日 氏  名 

球磨郡あさぎり町 6.5.9 小見田 和行 6.4.30 森岡 勉 

阿蘇郡西原村 6.9.25 西口 義充 6.9.24 山下 一義 

球磨郡湯前町 6.11.26 金子 光喜 6.11.25 金子 光喜 

 

(理 事) 

郡名 
就     任 退     任 

年月日 氏  名 町村名 年月日 氏  名 町村名 

葦北郡 6.4.1 宮内 道則 芦北町 6.3.31 栁迫 好則 津奈木町 

 

（監 事） 

就     任 退     任 

年月日 氏  名 郡・町村名 年月日 氏  名 郡・町村名 

6.5.14 栁迫 好則 葦北郡津奈木町 6.3.31 宮内 道則 葦北郡芦北町 
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第２ 本会事業 

１ 諸会議の開催 

 

（１）総会 

 

開催日及び会議名 協 議 事 項 等 

令和 6 年 2 月 22 日 

第 74 回定期総会 

（ホテル熊本テルサ） 

 

 

総会次第 

１．開会のことば 

２．会長挨拶 

３．表彰 

  ① 全国町村議会議長会表彰状伝達 

  ② 熊本県町村議会議長会表彰 

４．来賓祝辞 

  ① 松岡 正之  熊本県理事兼市町村・税務局長 

  ② 内野 幸喜  熊本県議会副議長 

  ③ 前田 移津行 熊本県町村会副会長 

５．被表彰者代表謝辞 

  球磨郡湯前町議会 金子 光喜 議長 

６．議長選任 

  総会議長 玉名郡長洲町議会 福永 栄助 議長 

７．議事日程 

第１        会議録署名人の指名 

第２  報告第１号 会務報告 

第３  認定第１号 令和４年度歳入歳出決算 

第４  議案第１号 令和６年度事業計画及び 

歳入歳出予算 

  第５  議案第２号 要  望 

  第６  議案第３号 宣  言 

  第７  議案第４号 決   議 

  第８  協議第１号 実行運動方法 

８．閉会のことば 
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5 月 14 日 

令和 6 年度臨時総会 

（自治会館） 

 

総会次第 

１．開会 

２．議長選任 

  総会議長 上益城郡益城町議会 中川 公則 議長 

３．議事日程 

  第１       会議録署名人の指名 

第２ 選挙第１号 監事１名の補欠選挙 

４．新監事の紹介 

５．閉会 
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（２）理事会等 

 

開催日及び会議名 協 議 事 項 等 

令和 6 年 1 月 26 日 

第 5 回郡事務局長会 

（自治会館） 

 

 

議  題  

【協議事項】 

１ 第７４回定期総会の運営 

２ 令和６年度会議・研修会等予定 

３ 熊本県知事選挙における候補者推薦 

【報告事項】 

４ 「令和６年能登半島地震」に対する御見舞金 

５ 九州協議会の開催 

６ 全国議長会関係事項 

【その他】 

2 月 2 日 

第 5 回理事会 

（Web 会議） 

 

議  題 

【協議事項】 

１ 第７４回定期総会の運営 

２ 令和６年度会議・研修会等予定 

３ 熊本県知事選挙における候補者推薦 

【報告事項】 

４ 「令和６年能登半島地震」に対する御見舞金 

５ 九州協議会の開催 

６ 全国議長会関係事項 

【その他】 

4 月 5 日 

第 1 回正副会長会 

（自治会館） 

 

 

 

 

 

議  題 

【協議事項】 

１ 第７４回定期総会における県当局等への要望活

動 

２ 町村議会議長研修会及び臨時総会 

３ 町村議会議長・副議長研修会及び県関係国会議

員への要望 

【報告事項】 

４ 「令和６年能登半島地震」に対する御見舞金 

５ 全国議長会関係事項 
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６ 今後の日程 

【その他】 

5 月 2 日 

第 1 回郡事務局長会 

（自治会館） 

 

 

 

【協議事項】 

１ 県当局等への要望 

２ 町村議会議長研修会及び臨時総会 

３ 町村議会議長・副議長研修会及び県関係国会議員へ

の要望 

４ 熊本県市町村総合事務組合議会議員の補欠選任 

【報告事項】 

５ 「令和６年能登半島地震」に対する御見舞金 

６ 全国議長会関係事項 

７ 今後の日程 

【その他】 

5 月 14 日 

第 1 回理事会 

（自治会館） 

 

 

 

議  題 

【協議事項】 

１ 町村議会議長・副議長研修会及び県関係国会議員へ

の要望 

２ 熊本県市町村総合事務組合議会議員の補欠選任 

【報告事項】 

３ 「令和６年能登半島地震」に対する御見舞金 

４ 全国議長会関係事項 

５ 今後の日程 

【その他】 

7 月 19 日 

第 1 回監事会 

（自治会館） 

監査事項 

①  令和５年度決算審査 

② 令和５年度会計監査 

（令和 5 年 10 月～令和 6 年 4 月） 

8 月 6 日 

第 2 回郡事務局長会 

（Web 会議） 

 

 

議  題 

【協議事項】 

１ 令和５年度決算 

２ 議員報酬の適正化に関する要請 

【報告事項】 

３ 九州協議会の開催 

４ 全国議長会関係事項 
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５ 今後の日程 

【その他】 

8 月 8 日 

第 2 回理事会 

（Web 会議） 

 

議  題 

【協議事項】 

１ 令和５年度決算 

２ 議員報酬の適正化に関する要請 

【報告事項】 

３ 九州協議会の開催 

４ 全国議長会関係事項 

５ 今後の日程 

【その他】 

10 月 18 日 

第 3 回郡事務局長会 

（自治会館） 

 

 

議  題 

【協議事項】 

１ 令和７年度事業計画及び予算素案 

２ 第６８回議長大会及び県関係国会議員への要望・意

見交換会 

３ 第７５回定期総会の開催 

【報告事項】 

４ 議員報酬の適正化に関する要請 

５ 衆議院議員選挙における候補者推薦 

６ 全国議長会関係事項 

７ 今後の日程 

【その他】 

10 月 25 日 

第 3 回理事会 

（自治会館） 

 

議  題 

【協議事項】 

１ 令和７年度事業計画及び予算素案 

２ 第６８回議長大会及び県関係国会議員への要望・意

見交換会 

３ 第７５回定期総会の開催 

【報告事項】 

４ 議員報酬の適正化に関する要請 

５ 衆議院議員選挙における候補者推薦 

６ 全国議長会関係事項 

19



 
 

７ 今後の日程 

【その他】 

10 月 29 日 

第 2 回監事会 

（自治会館） 

監査事項 

令和６年度会計中間監査 

（令和 6 年 4 月～令和 6 年 9 月） 

12 月 18 日 

第 4 回郡事務局長会 

（Web 会議） 

 

議  題 

【協議事項】 

１ 令和７年度事業計画及び予算案 

２ 第７５回定期総会の開催 

【報告事項】 

３ 全国議長会関係事項 

４ 今後の日程 

【その他】 

５ 理事会開催通知の発送について 

12 月 20 日 

第 4 回理事会 

（自治会館） 

 

議  題 

【協議事項】 

１ 令和７年度事業計画及び予算案 

２ 第７５回定期総会の開催 

【報告事項】 

３ 全国議長会関係事項 

４ 今後の日程 

【その他】 

５ 理事会開催通知の発送について 
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２ 調査研究事業 

 

（１）実態調査（令和６年度） 

 

○ 町村議会実態調査 

 

調査目的 議会の組織・活動等の実態を把握し、議会活性化に資

する基礎資料を得るため。 

調査対象 ・調査時点（議員定数、議員報酬など） 

 令和 6 年 7 月 1 日 

・活動調査（本会議、委員会など） 

 令和 5 年 1 月 1 日～令和 5 年 12 月 31 日 

調査方法 全国町村議会議長会ホームページの「町村議会実態調

査システム」において、回答の入力を行う。 

調査結果の公表方法 各町村に集計表を配布するとともに、本会ホームペー

ジで公表する。 

 

 

（２）議会運営や制度等に関する照会対応 

 

 議会運営や制度等に関する調査研究を行い、町村議会からの各種照会に対応した。 
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３ 政務活動 

 

（１）関係会議への出席 

 

① 全国町村議会議長会主催会議 

 

開催日及び会議名等 協 議 事 項 等 

令和 6 年 1 月 17 日 

町村議会の制度に関する

検討委員会幹事会 

（全国町村議員会館） 

古家局長出席 

 

日程第１ 報告第１号議員報酬に関するアンケート調査結

果の概要（確定版） 

日程第２ 協議第１号低額な議員報酬の改善に関する要望

（案） 

1 月 17 日 

都道府県事務局長会議 

（全国町村議員会館） 

古家局長出席 

 

 

 

議 題 

報告事項１ 国と地方の協議の場（令和5年度第2回・第3

回） 

報告事項２ 町村議会議員のなり手不足対策検討会 

報告事項３ 自由民主党予算・税制等に関する政策懇談会 

報告事項４ 公明党令和6年度税制改正要望等ヒアリング 

報告事項５ 北朝鮮のミサイル発射に対する抗議文 

報告事項６ 第67回町村議会議長全国大会に係る要請活動 

報告事項７ 地方創生に関する地方六団体との意見交換会 

報告事項８ 自由民主党総務部会関係・消防議員連盟合同

会議 

報告事項９ 第33次地方制度調査会 

報告事項10 第9回防災推進国民会議 

報告事項11 令和6 年度地方財政対策についての共同声明 

報告事項12 地方議会に関する地方自治法改正を踏まえた

主権者教育の推進に関する決議 

報告事項13 議会三団体の主権者教育事例集及びリーフレ

ットの作成 

報告事項14 議会三団体の地方議会議員のハラスメント防

止研修動画の作成 

報告事項15 議員報酬に関するアンケート調査結果の概要

（確定版） 

協議事項１ 議会に係る手続のオンライン化に対応した標

準会議規則・標準委員会 
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条例等の改正（案） 

協議事項２ 令和６年度議長会事業計画（案） 

協議事項３ 令和６年度議長会収支予算（案） 

協議事項４ 多様な人材が参画するための議会改革の推進

等に関する決議（案） 

その他１ 第75回定期総会次第（案） 

その他２ 地方自治法第99 条に基づく国会への意見書の

提出 

その他３ 議会運営に関する照会及び職員派遣に関する取

扱い 

その他４ 議会に関する「事例紹介」･「情報提供」 

＜共済会＞ 

協議事項１ 令和６年度共済会事業計画及び予算（案） 

＜互助会＞ 

報告事項１ 令和６年度傷害総合保険の保険内容 

協議事項１ 令和６年度互助会事業計画及び収支予算（案） 

＜会館＞ 

協議事項１ 令和６年度会館事業計画及び収支予算（案） 

2 月 7 日 

町村議会の制度に関する

検討委員会 

（全国町村議員会館） 

上田会長、古家局長出席 

 

日程第１ 議案第１号 町村議会の議員報酬の適正化を促

進するための決議 

2 月 8 日 

第 75 回定期総会 

（ホテルルポール麹町） 

上田会長、古家局長出席 

 

次 第 

１ 会長あいさつ 

２ 表彰 

⑴ 令和5年度自治功労者表彰 

⑵ 令和5年度町村議会表彰 

⑶ 令和5年度町村議会広報表彰（第38回広報コンクール） 

３ 来賓祝辞 

４ 謝辞 

５ 議長選出 

６ 議事 

日程第1 議事録署名人の指名 

日程第2 役員の異動報告 

日程第3 議案第1号 多様な人材が参画するための議会改

革の推進等に関する決議 
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2 月 8 日 

都道府県会長会 

（ホテルルポール麹町） 

上田会長、古家局長出席 

 

議 題 

日程第１ 会議録署名人の指名 

日程第２ 都道府県会長の異動 

日程第３ 報告第１号 国と地方の協議の場 

日程第４ 報告第２号 町村議会議員のなり手不足対策検

討会 

日程第５ 報告第３号 自由民主党予算・税制等に関する

政策懇談会 

日程第６ 報告第４号 公明党令和6年度税制改正要望等

ヒアリング 

日程第７ 報告第５号 北朝鮮のミサイル発射に対する抗

議文 

日程第８ 報告第６号 第67回町村議会議長全国大会に係

る要請活動 

日程第９ 報告第７号 地方創生に関する地方六団体との

意見交換会 

日程第10 報告第８号 自由民主党総務部会関係・消防議

員連盟合同会議 

日程第11 報告第９号 第33次地方制度調査会 

日程第12 報告第10号 第9回防災推進国民会議 

日程第13 報告第11号 令和6年度地方財政対策について

の共同声明 

日程第14 報告第12号 令和6年能登半島地震に関する緊

急要望 

日程第15 報告第13号 地方議会に関する地方自治法改正

を踏まえた主権者教育の推進に関する決議 

日程第16 報告第14号 議会三団体の主権者教育事例集及

びリーフレットの作成 

日程第17 報告第15号 議会三団体の地方議会議員のハラ

スメント防止研修動画の作成 

日程第18 報告第16号 令和５年度議員報酬に関するアン

ケート調査結果の概要 

日程第19 議案第１号 議会に係る手続のオンライン化に

対応した標準会議規則・標準委員会条例等の改正 

日程第20 議案第２号 令和６年度議長会事業計画 

日程第21 議案第３号 令和６年度議長会収支予算 

4 月 10 日 

都道府県事務局長会議 

議 題 

報告事項１ 町村議会議員のなり手不足対策検討会 
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（全国町村議員会館） 

古家局長出席 

報告事項２ 地方自治法の一部を改正する法律案 

報告事項３ 議員報酬の適正化に向けた運動方針 

報告事項４ 町村議会デジタル技術活用事例集の発刊 

協議事項１ 令和6年能登半島地震からの復旧・復興に関す

る決議（案） 

協議事項２ 町村議会の議員報酬の適正化を促進するため

の決議（案） 

協議事項３ 地方議会運営の実務追録第３０号（案） 

その他１ 札幌市で開催する都道府県会長会等の運営 

その他２ 本会が編集する書籍等の普及促進（依頼） 

その他３ 議会に関する「事例紹介」・「情報提供」 

4 月 18 日 

事務・事業説明会 

（全国町村議員会館） 

丸山書記出席 

１ 令和6年度実施事業総務部 

２ 町村議会議員のなり手不足対策検討会報告書 

３ 議会運営に関する照会及び職員派遣に関する取扱いに

ついて 

４ 令和6年度に実施する調査事業 

・第70回町村議会実態調査 

・議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定状況調

査 

・議員報酬に関するアンケート調査 

・意見書・決議検索システム 

・デジタル技術活用事例集 

・主権者教育に関する事例集等 

５ 旧議員年金制度に係る実施事業共済会 

６ 助成事業及び斡旋物資の取扱い会館管理部 

７ 令和6年度互助事業及び傷害保険事業について 

4 月 19 日 

都道府県職員研修会 

（全国町村議員会館） 

丸山書記出席 

１ 町村議会の議員報酬の改善に向けた現状と課題 

～新たな原価方式を全国展開するための処方～ 

２ 議会に係る手続のオンライン化に対応した標準会議規

則・標準委員会条例等の改正 

5 月 22 日 

都道府県会長会 

（札幌市・札幌パークホ

テル） 

 

 

１ 会長あいさつ 

２ 来賓祝辞 

３ 議 題 

日程第１ 会議録署名人の指名 

日程第２ 役員及び都道府県会長の異動 

日程第３ 報告第１号 町村議会議員のなり手不足対策検

討会 

日程第４ 報告第２号 地方自治法の一部を改正する法律
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案 

日程第５ 報告第３号 議員報酬の適正化に向けた運動方

針 

日程第６ 報告第４号 町村議会デジタル技術活用事例集

の発刊 

日程第７ 報告第５号 議会三団体の主権者教育事例集の

発刊 

日程第８ 議案第１号 役員の補欠選任 

日程第９ 議案第２号 令和5年度事業報告 

日程第10 議案第３号 令和5年度収支決算 

日程第11 議案第４号 令和6年能登半島地震からの復

旧・復興に関する決議 

日程第12 議案第５号 町村議会の議員報酬の適正化を促

進するための決議 

6 月 27 日 

町村議会の制度に関する

検討委員会幹事会 

（全国町村議員会館） 

古家局長出席 

日程第１ 協議第１号 令和７年度国の予算編成及び施策

に関する要望（案） 

「第１ 議会への多様な人材参画及び議会の機能強化」 

日程第２ 協議第２号 「議員のなり手不足対策」及び議

会への多様な人材の参画に関する重点要望（案） 

日程第３ 協議第３号 町村議会議員のなり手不足対策の

推進に関する決議(案) 

日程第４ 協議第４号 議会・議員活動の豊富化及び議員

報酬の適正化に関する決議（案） 

日程第５ 副委員長の選任について 

6 月 27 日 

都道府県事務局長会議 

（全国町村議員会館） 

古家局長出席 

議 題 

報告事項１ 町村議会議員のなり手不足対策検討会報告書

のダイジェスト動画を配信開始 

報告事項２ 町村議会議員のなり手不足対策検討会報告書

に係る要請活動 

報告事項３ 令和6年能登半島地震からの復旧・復興に関す

る決議及び町村議会の議員報酬の適正化を促進するための

決議に係る要請活動 

報告事項４ 議員報酬に関するアンケート調査 

報告事項５ 議会議員の請負の状況の公表に関する条例の

制定状況調査 

報告事項６ 国と地方の協議の場（令和６年度第１回） 

報告事項７ デジタル田園都市国家構想及び地方創生に関

する地方六団体との意見交換会 
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報告事項８ 自由民主党総務部会・地方行政調査会・地方

議会の課題に関するＰＴ合同会議等 

報告事項９ 地方自治法の一部を改正する法律 

報告事項10 経済財政運営と改革の基本方針2024 

協議事項１ 町村議会議員のなり手不足対策の推進に関す

る決議（案） 

協議事項２ 議会・議員活動の豊富化及び議員報酬の適正

化に関する決議（案） 

協議事項３ 令和７年度国の予算編成及び施策に関する要

望（案） 

協議事項４ ｢議員のなり手不足対策」及び議会への多様な

人材の参画に関する重点要望（案） 

協議事項５ 令和７年度国の予算編成及び施策に関する要

望等の要請活動（案） 

その他１ 議会に関する｢事例紹介｣・｢情報提供｣ 

その他２ 第68回町村議会議長全国大会の運営 

7 月 9 日 

町村議会の制度に関する

検討委員会 

（全国町村議員会館） 

上田会長・古家局長出席 

日程第１ 選任第１号 副委員長の選任 

日程第２ 議案第１号 町村議会議員のなり手不足対策の

推進に関する決議 

日程第３ 議案第２号 議会・議員活動の豊富化及び議員

報酬の適正化に関する決議 

日程第４ 議案第３号 令和７年度国の予算編成及び施策

に関する要望 

「第１ 議会への多様な人材参画及び議会の機能強化」 

日程第５ 議案第４号 「議員のなり手不足対策」及び議

会への多様な人材の参画に関する重点要望 

7 月 10 日 

都道府県会長会 

（全国町村議員会館） 

上田会長・古家局長出席 

議 題 

日程第１ 会議録署名人の指名 

日程第２ 役員及び都道府県会長の異動 

日程第３ 報告第１号町村議会議員のなり手不足対策検討

会報告書のダイジェスト動画を配信開始 

日程第４ 報告第２号 町村議会議員のなり手不足対策検

討会報告書に係る要請活動 

日程第５ 報告第３号 令和6年能登半島地震からの復

旧・復興に関する決議及び町村議会の議員報酬の適正化を

促進するための決議に係る要請活動 

日程第６ 報告第４号 町村議会の制度に関する検討委員

会 
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日程第７ 報告第５号 議員報酬に関するアンケート調査 

日程第８ 報告第６号 議会議員の請負の状況の公表に関

する条例の制定状況調査 

日程第９ 報告第７号 国と地方の協議の場（令和6 年度

第1 回） 

日程第10 報告第８号 デジタル田園都市国家構想及び地

方創生に関する地方六団体との意見交換会 

日程第11 報告第９号 自由民主党総務部会・地方行政調

査会・地方議会の課題に関するＰＴ合同会議等 

日程第12 報告第10号 地方自治法の一部を改正する法律 

日程第13 報告第11号 経済財政運営と改革の基本方針

2024 

日程第14 議案第１号 役員の補欠選任 

日程第15 議案第２号 町村議会議員のなり手不足対策の

推進に関する決議 

日程第16 議案第３号 議会・議員活動の豊富化、議員報

酬の適正化に関する決議 

日程第17 議案第４号 令和7 年度国の予算編成及び施策

に関する要望 

日程第18 議案第５号 ｢議員のなり手不足対策」及び議会

への多様な人材の参画に関する重点要望 

日程第19 議案第６号 地方創生10年を期して更なる施策

の推進を求める特別要望 

日程第20 議案第７号 令和7年度国の予算編成及び施策

に関する要望等の要請活動 

10 月 3 日 

町村議会の制度に関する

検討委員会幹事会 

（全国町村議員会館） 

古家局長出席 

日程第１ 協議第１号 第６８回議長大会 令和７年度国

の予算編成及び施策に関する要望（案） 

「第１議会への多様な人材参画及び議会の機能強化」 

日程第２ 協議第２号 「議員のなり手不足対策」及び議

会への多様な人材の参画に関する重点要望（案） 

10 月 3 日 

都道府県事務局長会議 

（全国町村議員会館） 

古家局長出席 

議 題 

報告事項１ 令和7年度国の予算編成及び施策に関する要

望等に係る要請活動 

報告事項２ 自由民主党総務部会関係合同会議 

報告事項３ 町村議会運営研究部会 

報告事項４ 議員報酬に関するアンケート調査結果の概要 

報告事項５ 議会議員の請負の状況の公表に関する条例の

制定状況調査結果の概要 
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報告事項６ 地方議会活性化シンポジウム2024 

協議事項１ 第68回町村議会議長全国大会の提出案件 

協議事項２ ｢議員のなり手不足対策｣及び議会への多様な

人材の参画に関する重点要望（案） 

協議事項３ 第68回町村議会議長全国大会の運営（案） 

協議事項４ 第68回町村議会議長全国大会に係る要請活動

（案） 

協議事項５ 令和7年度会費の基本的な考え方（案） 

協議事項６ 令和7年度会議等予定（素案） 

その他１ 自由民主党幹部との懇談会（資料なし） 

その他２ 議会に関する「事例紹介」・「情報提供」 

10 月 15 日 

町村議会の制度に関する

検討委員会 

（全国町村議員会館） 

上田会長・古家局長出席 

日程第１ 議案第１号 第６８回議長大会 令和７年度国

の予算編成及び施策に関する要望 

「第１ 議会への多様な人材参画及び議会の機能強化」 

日程第２ 議案第２号 「議員のなり手不足対策」及び議

会への多様な人材の参画に関する重点要望 

10 月 16 日 

都道府県会長会 

（全国町村議員会館） 

上田会長・古家局長出席 

議題 

日程第１ 会議録署名人の指名 

日程第２ 都道府県会長の異動 

日程第３ 報告第１号 令和7年度国の予算編成及び施策

に関する要望等に係る要請活動 

日程第４ 報告第２号 自由民主党総務部会関係合同会議 

日程第５ 報告第３号 町村議会の制度に関する検討委員

会 

日程第６ 報告第４号 議員報酬に関するアンケート調査

結果の概要 

日程第７ 報告第５号 議会議員の請負の状況の公表に関

する条例の制定状況調査結果の概要 

日程第８ 報告第６号 第68回町村議会議長全国大会の運

営 

日程第９ 議案第１号 第68回町村議会議長全国大会要望

書 

日程第10 議案第２号 ｢議員のなり手不足対策」及び議会

への多様な人材の参画に関する重点要望 

日程第11 議案第３号 第68回町村議会議長全国大会に係

る要請活動 

日程第12 その他１ 自由民主党幹部との懇談会（資料な

し） 
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日程第13 その他２ 令和７年度会費等（資料なし） 

11 月 12 日 

自民党幹部との懇談会 

（自民党本部） 

上田会長・古家局長出席 

開  会   宮路 拓馬 法務・自治関係団体副委員長 

挨  拶   鈴木 俊一 総務会長 

       武見 敬三 参議院議員会長 

       松山 政司 参議院幹事長 

小渕 優子 組織運動本部長 

挨拶・要望  渡部 孝樹 全国町村議会議長会会長 

             （北海道厚真町議会議長） 

懇  談 

閉  会 

11 月 13 日 

第68回町村議会議長全国

大会 

（ＮＨＫホール） 

各町村議会議長・古家局

長・丸山書記出席 

１ 開会のことば 

２ 国歌斉唱 

３ 会長あいさつ 

４ 宣  言 

５ 来賓祝辞 

６ 来賓紹介 

７ 議長団選出 

８ 議  事 

（１）要  望 

（２）決  議 

（３）特別決議 

（４）豪雪地帯対策（全国豪雪地帯町村議会議長会） 

（５）実行運動方法 

９ 閉会のことば 

 

② 九州各県町村議会議長会協議会主催会議 

 

開催日及び会議名等 協 議 事 項 等 

令和 6 年 1 月 9 日 

九州各県町村議会議長会 

協議会 

（鹿児島市・ホテルレク

ストン鹿児島） 

上田会長・古家局長出席 

１ 開会 

２ 協議会会長挨拶 

３ 地元会長挨拶 

４ 議長選出 

５ 報告事項 

報告第1号 前回採択事項の処理報告 

報告第2号 全国会関係事項の報告 

６ 協議事項 

協議第1号 各県提出議題 

  協議第2号 次期開催県及び開催時期 
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3 月 6 日 

九州各県町村議会議長会

事務局長会 

（那覇市・パシフィック

ホテル沖縄） 

古家局長出席 

１ 開会 

２ 座長選出 

３ 報告事項 

  （１）全国会関係事項 

  （２）その他 

４ 協議事項 

  （１）各県提出議題 

  （２）次期開催県及び開催時期 

  （３）その他 

５ 閉会 

6 月 20 日 

九州各県町村議会議長会 

協議会 

（那覇市・パシフィック

ホテル沖縄） 

上田会長・古家局長出席 

１ 開会 

２ 自己紹介（新会長） 

３ 協議会会長・地元会長挨拶 

４ 議長選出 

５ 報告事項 

報告第1号 前回採択事項の処理状況 

報告第2号 全国会関係事項の報告 

６ 協議事項 

協議第1号 各県提出議題 

  協議第2号 第68回町村議会議長全国大会九州地区

提出案件 

  協議第3号 次期開催県及び時期 

７ その他 

８ 閉会 

9 月 5 日 

九州各県町村議会議長会

事務局職員研修会 

（鹿児島市・ホテルレク

ストン鹿児島） 

古家局長・丸山書記出席 

１ 開会 

２ 当番県あいさつ 

３ 座長選出 

４ 協議事項 

  （１）各県提出議題について 

  （２）次期開催県及び開催時期について 

（３）その他 

５ 閉会 

9 月 12 日 

九州各県町村議会議長会

事務局長会 

（大分県別府市・

１ 開会 

２ 座長選出 

３ 報告事項 

  （１）全国会関係事項に 
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KITAHAMA BASE ホテルア

ーサー） 

古家局長出席 

  （２）その他 

４ 協議事項 

  （１）各県提出議題 

  （２）次期開催県及び開催時期 

  （３）その他 

５ 閉会 
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（２）町村の要望内容の実現に向けた国・県等への要望活動 

 

① 第 74 回定期総会における議決事項 

 

第 74 回定期総会で議決した県議長会及び各郡提出要望について、その主旨実現

のため、下記のとおり要望した。 

 

要望内容 

 

○ 県議長会提出要望（熊本地震・豪雨災害・森林環境譲与税） 

 

「平成 28 年熊本地震」からの復旧・復興に関する要望 

 

「平成28年熊本地震」及びその後の大雨による豪雨被害は、県内に甚大な被害

をもたらし、多くの尊い命が犠牲となりました。 

被災町村では、国・県をはじめ、県内外自治体職員の派遣及び支援を受け、創

造的復興に向けた取組みを着実に進めております。 

しかしながら、被災町村は中山間地も多く、財政基盤も脆弱であり、加えて原

油価格・物価の高騰が、社会的・経済的に大きな影響を及ぼしている中にあって

は、特に国や県による中長期にわたる継続的な支援が不可欠であります。 

よって、下記事項の実現を図るよう、強く要望いたします。 

 

記 

 

○ 被災町村の財政負担の最小化・中長期の財源確保のための特別な財政措置の継

続 

熊本地震からの復旧・復興には長い年月と多額の費用が必要であり、被災町村が

安心感をもって事業に取り組むことができるよう、被災町村の財政負担の最小化と

中長期の財源確保のための特別な財政措置を継続すること。 
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「令和 2 年 7 月豪雨災害」からの復旧・復興に関する要望 

 

「令和 2 年 7 月豪雨災害」は、県南部を中心に、県内各地で河川の氾濫、土砂

崩れ等の甚大な被害をもたらし、多くの尊い命が犠牲となりました。 

 また、多くの人々が避難を余儀なくされるとともに、家屋、道路、河川、鉄道

に加え、電気・水道といったライフライン、さらには、農林水産業や地場産業に

まで深刻な被害が生じ、住民生活及び経済活動に甚大な影響を及ぼしておりま

す。 

 被災町村では、国や県をはじめ、県内外の自治体職員の派遣及び支援を受け、

復旧・復興作業に全力で取り組んでおりますが、中山間地も多く財政基盤も脆弱

な町村においては、国や県による強力な支援が不可欠であります。 

 加えて、原油価格・物価の高騰により厳しい状況が続く中、生活者支援や復

旧・復興活動には、前例のない新たな課題への対応が求められます。 

 よって、今回の豪雨災害について、早期の被災者支援及び復旧・復興を進める

とともに、地域住民の安全を確保するため、下記事項の実現を図るよう、強く要

望いたします。 

記 

 

１ 公共土木施設等の早期復旧 

 道路、河川、橋梁及び上下水道など公共土木施設の災害復旧事業、災害対策関連

事業及びその調査の早期実施について、町村が進めるまちづくりと連携した特段の

措置を講じること。 

 公共土木施設等の早期復旧、現場対応、自治体支援に必要な関係機関の人員につ

いても確保・派遣を行うこと。 

 特に、国の権限代行により実施中である球磨川に架かる橋梁及び関連する国道

219 号ほか、県道の復旧について、迅速に進めるため必要な財源を確保し、人員の

確保を支援すること。 

 災害復旧事業の実施にあたっては、単なる原形復旧にとどまることなく、従前の

機能・安全性を増加させ、国土強靱化に資する復旧となるよう努めること。 

 また、令和 4 年 9 月の台風 14 号の直撃による令和 2 年被災箇所の増破や復旧需

要の増大で、重変協議や入札不調等により災害復旧工事の発注がままならない状態

が続いており、余裕工期はもとより標準工期が確保できず、通常の事業期間（3 年

間）での事業完了が厳しいことが予想されるため、事業期間の延長を図ること。 

 

２ 流域住民の安全・安心に向けた抜本的な治水対策 

令和 2 年の豪雨により球磨川流域を中心に多くの氾濫箇所で激甚な災害が発生

したことから、将来に向かって流域住民が生命の危機に晒されることなく安全・安
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心が確保され、さらには、豊かな自然の恩恵を引き続き享受できるよう、「緑の流

域治水」理念のもと、国、県連携した新たな流水型ダムを含む「球磨川水系流域治

水プロジェクト」を強力に推進すること。 

 

３ 孤立集落解消に向けた生活インフラ復旧に対する支援 

迂回路のみが復旧するなど、条件付きで孤立が解消された集落の生活再建に向け、

アクセス改善を図ること。 

 

４ 鉄道の早期復旧に向けた支援 

甚大な被害を受けたくま川鉄道及びＪＲ肥薩線については、地域を結ぶ生活・経

済・観光の背骨であり、将来の持続可能な運行も含めた復旧に対する強力な支援及

び必要な予算額を確保すること。 

また、鉄道不通が長期になることが見込まれており、通学支援等のために、鉄道

事業者が行う代替バスの運行経費等に対して特別な支援を講じること。 

さらに、令和 5 年 4 月の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」等の改

正を踏まえた地域公共交通ネットワークの再構築にかかる社会資本整備総合交付

金の制度等について、鉄道の復旧に活用できるよう格段の配慮を行うこと。 

 

５ 交付税による財政措置 

災害復旧事業及び災害関連事業予算の確保並びに災害復旧事業の財源となる地

方債所要額の確保を行うとともに、当該地方債に係る交付税措置の拡充を図ること。 

また、国庫補助事業では、弾力的かつきめ細かな対処が困難である部分に適切に

対応するため、各町村が単独で実施する事業への特別交付税措置等を講じること。 

 

 

６ 被災町村の人員体制の強化に向けた強力な支援 

 被災町村の再生に向け、全国から中長期的な支援が決定されているが、引き続き

人的支援体制の強化及び財政支援の拡充と継続した支援を講じること。 

 

７ 被災企業への施設・設備の復旧を図るため「なりわい再建支援補助金」等の予

算確保 

熊本地震とコロナ禍の二重苦により、中小事業者の経営が極めて厳しい状況にあ

る中、令和 2 年の大災害により、三重苦となった。「なりわい再建支援補助金」の

創設により多くの事業者が再建に着手できたことには感謝の意を表するが、治水対

策等により、申請を保留せざるを得ない被災企業も依然として存在している。この

ようなことから、被災企業について、経営継続のための金融面での力強い支援とと

もに、地域の雇用の維持・確保につながる手厚い支援を講じること。 

また、「なりわい再建支援補助金」及び「被災小規模事業者再建事業」について、
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本年度予算の繰越及び次年度以降の予算確保など、今後も必要な財政支援措置を講

じること。 

 

８ 農林水産基盤の復旧及び農林水産業に対する支援 

農地・農業用施設、治山・林道等に係る災害復旧事業の早期実施について、特別

な財政措置を講じ、十分な予算を確保するとともに、復旧が長期にわたることを踏

まえて、事業期間の延長を図ること。 

また、林道災害復旧事業における重要変更協議において、引き続きリモート協議

を積極的に取り入れていただきたい。 

 

９ 教育・文化環境・コミュニティ施設の早期復旧等 

被災を契機として義務教育学校へ再編する学校施設については、移転改築による

復旧相当額を措置するなど特別な財政支援を講じること。 

また、被災した地域・集落における地域コミュニティの場として利用されてきた

施設及び用具、県・町村指定も含めた文化財等の早期復旧について、技術的支援や

特別な財政支援措置を含めた全面的な支援を講じること。 

 

10 住宅適地の確保等に対する支援 

 住宅適地に乏しい狭隘な地形が多い当該地域における安全・安心な復興まちづく

りには、新たな宅地の造成や道路、公園・緑地などの生活インフラの整備等が必要

不可欠であり、他の地域以上に費用負担が見込まれるため、特別かつ強力な財政措

置を講じること。 

 

11 感染症対策 

上記それぞれの関連項目については、感染症対策の観点から、下記の項目につい

て支援措置を講じること。 

⑴ 仮設住宅等に対する必要な資器材や専門人材・ノウハウの提供 

⑵ 地域外からの応援職員等に対する感染防止対策の支援、また長期化も懸念され

る復旧・復興活動に対するきめ細かな支援 

⑶ その他、被災町村において必要となる感染防止対策や感染者が発生した場合の

万全の支援措置 
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森林環境譲与税の譲与基準の更なる見直しを求める要望 

 

森林環境税及び森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止

等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設さ

れ、県内各町村でも、森林整備や人材育成・担い手の確保に向けた新たな財源とし

て活用しているところです。 

一方、森林面積が多く、過疎化の進む町村にとっては、保水力低下に伴う洪水氾

濫や山腹崩壊等による災害を未然に防ぐため、早急な森林整備も必要となっており

ます。 

森林環境譲与税は、現在、総額の 10 分の 5 を私有林人工林面積、10 分の 2 を林

業従事者数、10 分の 3 を人口で案分して譲与されております。 

令和 6 年度の地方税制改正により、私有林人工林面積の譲与割合を総額の 10 分

の 5.5 に引き上げ、人口の譲与割合を 10 分の 2.5 に引き下げられる見込みであり

ますが、今後、森林整備を効果的に推進していくためには、より多くの財源が必要

となってくることから、更なる譲与基準の見直しを行うよう強く要望いたします。 

 

 

〇 各郡提出要望（21 件） 

 

 件      名 提出郡名 

第１ 国道の整備促進について 下益城郡 

第２ 水道国費補助制度について 下益城郡 

第３ 地域高規格道路（有明海沿岸道路）熊本県側の早期整備について 玉名郡 

第４ 国道 443 号、県道玉名八女
や め

線の道路網の早期整備について 玉名郡 

第５ 
国道 443 号 4 車線化及び県道熊本空港線の道路改良整備促進につ

いて 
菊池郡 

第６ 
阿蘇くまもと空港のアクセス道路改善と阿蘇観光ルートの改善に

ついて 
菊池郡 

第７ 中九州横断道路の早期整備について 菊池郡 

第８ 南阿蘇鉄道株式会社への財政支援について 阿蘇郡 

第９ 阿蘇地域における道路網の整備促進について 阿蘇郡 
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第 10 
九州中央自動車道の早期完成及び主要地方道矢部阿蘇公園線未整

備区間の早期着工並びに熊本都市圏南連絡道路の実現について 
上益城郡 

第 11 

熊本都市圏南東部地域の道路網の強化について 

（一般県道六
ろっ

嘉
か

秋津
あ き つ

新町
しんまち

線の抜本的整備） 
上益城郡 

第 12 

益城町の平成 28 年熊本地震からの復旧復興について 

（都市計画道路益城中央線（主要地方道熊本高森線）の早期整備） 

（益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の推進） 

上益城郡 

第 13 矢形
やかた

川
がわ

改修事業の促進について 上益城郡 

第 14 
宇城氷川スマートインターチェンジアクセス道路の県道昇格につ

いて 
八代郡 

第 15 令和 2 年 7 月豪雨からの早期の復旧・復興への支援について 葦北郡 

第 16 交通・産業基盤及び農業生産基盤の整備について 葦北郡 

第 17 球磨川における抜本的な治水対策の促進について 球磨郡 

第 18 豪雨災害等から国土を守る治山事業及び森林整備の強化について 球磨郡 

第 19 球磨地域幹線道路網の整備促進について 球磨郡 

第 20 雇用対策について 球磨郡 

第 21 天草地域の道路整備促進について 天草郡 

 

要望活動 

 

○ 理事による面談要望（令和 6 年 5 月 9 日） 

 

【要望先】 

 

（熊本県） 

木村 敬  知事 

竹内 信義 副知事 

亀崎 直隆 副知事 
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 小金丸 健 総務部長 

 富永 隼行 企画振興部長 

 小原 雅之 環境生活部長 

 三輪 孝之 商工労働部長  

 千田 真寿 農林水産部長 

宮島 哲哉 土木部長 

府高 隆  理事兼球磨川流域復興局長 

 

（熊本県議会）               

 山口 裕  議長 

 髙木 健次 副議長 

 

（自由民主党熊本県支部連合会）    

 前川 收  会長     

 松田 三郎 幹事長       

 坂田 孝志 総務会長 

 吉永 和世 政務調査会長 

 藤川 隆夫 県議団団長 

 

【要望者】 

 

上田 孝  会長   （下益城郡美里町議会議長） 

松尾 純久 副会長  （玉名郡玉東町議会議長） 

桐原 則雄 副会長  （菊池郡大津町議会議長） 

西澤 正  理事   （阿蘇郡産山村議会議長） 

藤澤 和生 理事   （上益城郡山都町議会議長） 

宮内 道則 理事   （葦北郡芦北町議会議長） 

黒木 正照 理事   （球磨郡相良村議会議長） 

野﨑 幸洋 理事   （天草郡苓北町議会議長） 

 

 

【各郡提出要望に対する熊本県からの経過報告】 

  

各郡提出要望に対して、熊本県からいただいた経過報告は以下のとおりである。 
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要望事項 対応状況 

 

１ 国道の整備促進に

ついて  

（下益城郡提出） 

【土木部】 

【国道 443 号の事業促進について】 

○ 要望区間については、佐俣地区から岩野地区の 1.4ｋｍ区間

は改良済みであるが、歩道がなく、先線については、曲線区間

が連続し、視認性の悪い区間があることは認識している。 

○ 令和３年度には、現地において、美里町長や地元県議の皆様

から、具体的な要望を伺ったところ。 

○ 要望区間については、令和３年度に「通学路交通安全プログ

ラム」に位置付けられており、令和５年度は測量及び予備設計

を実施し、交通安全に必要な対策の検討を行った。 

○ 令和６年度は、地元説明を行い、詳細設計を進めている。 

 

【国道 445 号の事業促進について】 

○ 要望区間は、地形が急峻であり、２車線での改良には多大な

費用と時間を要することが想定されるため、地域の実情に合っ

た効果的・効率的な対策が必要であると認識。 

○ そのため、線形の悪い箇所の改善や待避所の設置などを組み

合わせた1.5車線的整備手法により約3.8km区間の整備に着手し

ており、引き続き、事業効果の最大化及び早期発現に向けた取

組みを推進していく。 

  

40



 
 

要望事項 対応状況 

 

２ 水道国庫補助制度

について 

（下益城郡提出） 

【環境生活部】 

○ 美里町の要望内容については、昨年度に引き続き、県の令和

６年度政府要望（上期、下期）において、同町での簡易水道整

備（甲佐町水道事業の余剰水活用による整備）のような取組み

も国庫補助の対象としていただくよう、要望を行ったところ。 

○ なお、本年度、九州地方整備局の国庫補助に係るヒアリング

を受けた際にも、美里町における簡易水道整備に関して本県か

ら支援の必要性を訴えているが、実現には至っていない状況。 

○ また、簡易水道事業に対する国庫補助の要件緩和等について

は、本県の政府要望をはじめ、全国環境衛生・廃棄物関係課長

会議や全国簡易水道協議会における要望など、様々な機会を捉

えて国への要望を継続している。 

 

＜参考＞ 

【現状】 

・ 美里町では水道未普及地域の解消に向け、令和５年度から新

たな簡易水道整備を進めている。（総事業費：約 30 億円） 

・ 町としては、上記の水道整備にあたり、甲佐町水道事業の余

剰水を活用することとし、水源を含む水道施設を共同利用する

など整備に係る費用削減等を図っている。（現時点で、この取

組みについては国庫補助の対象外） 
 

【課題】 

・ 既存簡易水道の区域拡張を行う場合は、給水人口が 5,001 人

以上となり、上水道事業に移行する必要があり、この場合は地

方財政措置が受けられない。 

・ なお、既存簡易水道事業の給水区域の10km以内で、新たな簡

易水道事業を創設する場合は、採択要件を満たさず簡易水道等

施設整備国庫補助金の対象外となる。 

・ 上記の２案を比較検討したうえで、美里町としては、町実質

負担がより少なくなる後者を選択したが、補助対象外であるた

め、町の実質負担が大きく（※）、補助制度の要件緩和や創設

が必要である。 

※ 総事業費約 30億円のうち、地方財政措置を加味し、町実質

負担額は約 13 億円となることを想定 

・ 同町の要望に関しては、国が同町に直接ヒアリングを行った

際、本県も同席し、支援の必要性を訴えているが、実現には

至っていない状況。 
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要望事項 対応状況 

 

３ 地域高規格道路 

有 明 海 沿 岸 道 路

（熊本県側）の早

期整備について 

（玉名郡提出） 

【土木部】 

〇 平成 26年６月に「大牟田市～長洲町」間の計画段階評

価が完了し、平成 27 年４月に都市計画決定を行った。 

〇 令和４年１月には国において、三池港ＩＣ連絡路の工

事に着手。現在、大島高架橋の橋脚工事が着実に進捗し

ており、今年度から上部工工事に着手された。 

○ 令和５年４月には「荒尾道路」（荒尾市荒尾～大島間

2.2km）が事業化された。また、「長洲町～玉名市」間 

については、令和５年 12 月４日に、国において、事業化

に向けた手続きとなる第１回計画段階評価が実施され

た。 

〇 また、令和６年２月には「荒尾道路」の中心杭打ち式

が開催され、本格的な現地測量に着手したところ。 

〇 令和６年 11 月には、建設促進大会を開催し、整備推進

に向けて国への要望活動を行った。 

○ 今後も引き続き、「三池港 IC 連絡路」および「荒尾道

路」の整備推進、「荒尾市～長洲町」間の早期事業化、

「長洲町～玉名市」間の計画段階評価の早期完了、「玉

名市～熊本市」間の早期事業化に向けた取組みの推進を

国に求めていく。 
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要望事項 対応状況 

 

４ 国道 443 号、県道

玉名八女線の道路網

の早期整備について 

（玉名郡提出） 

【土木部】 

【一般国道 443 号の整備促進】 

○ 関東地区については、令和６年９月に工事を発注し、

１月に完成した。 

○ 相谷地区においては、令和６年 11 月に現地測量など具

体的な検討に着手したところ。今後、町や地元と連携し

ながら進めていく。 

 

【玉名八女線の整備促進】 

○ 玉名八女線については、地域の方々の生活を支え、ま

た、福岡県南部地域と熊本県北部地域を結び、両地域の

産業・経済・観光振興などに寄与する重要な道路である

ことを十分に認識している。 

○ 歩道の設置について、現在、通学路となっている上坂

下地内の歩道整備を進めており、早期完成を目指してい

るところ。 

○ 管内には同様の対策が必要な箇所が複数あり、厳しい

財政事情も踏まえ、効果的な事業推進を図る観点から、

箇所の選択と集中を行い、事業効果の早期発現を目指し

ている。 

〇 御要望の未改良区間(600m)については、現在、和水町

で取り組んでいる箇所の完了時期を見据えた着工を予定

しており、令和６年度は、測量設計に着手した。 

〇 矢部谷峠を貫通する隧道については、多大な費用と時

間を要するため、まずは整備効果の検証が必要であると

考えており、現在、福岡県とも連携しながら整備効果の

基礎データとなる情報収集に取り組んでいる。 
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要望事項 対応状況 

 

５ 国道 443 号４車線

化及び県道熊本空港

線の道路改良整備促

進について 

 （菊池郡提出） 

【土木部】 

【国道 443 号４車線化】 

○ 国道 443 号４車線化については、現在、空港北拡幅を

進めており、令和５年 12 月に大津町の下町交差点の右折

レーンの延伸工事を完了している。引き続き、バイパス

区間の用地買収や改良工事を推進して参る。 

○ 御要望の区間については、阿蘇くまもと空港とセミコ

ンテクノパークのアクセス強化、利便性向上の観点から

も重要な区間であると認識している。 

○ 今後、空港北拡幅の進捗状況や、今後の交通量の変化

等を注視しながら、整備の時期を見極めて参る。 

  

 

【県道熊本空港線】 

○ 今後、TSMC の進出を契機として、セミコンテクノパー

クを含む菊池南部地域では半導体関連企業の更なる集積

により、国内外からビジネス客等の移動や半導体関連製

品の輸送の増加が見込まれることから、阿蘇くまもと空

港北側からのアクセス強化は重要であると認識してい

る。 

○ 現在、菊陽町と連携して整備を進めている都市計画道

路菊陽空港線が完成すれば、その先線として接続する県

道熊本空港線を経由することで、企業集積地と空港が新

たに直接結ばれることとなる。 

○ 今後、信頼性の高い道路ネットワークの構築に向け

て、県道熊本空港線の線形不良な箇所の局部的な改良に

取り組んでいく。 
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要望事項 対応状況 

 

６ 阿蘇くまもと空

港のアクセス道路改

善と阿蘇観光ルート

の改善について 

（菊池郡提出） 

【土木部】 

【県道岩坂陣内線の延伸について】 

〇 県道岩坂陣内線を延伸する地域は、大津側と空港側で

約 100ｍの高低差がある急峻な地形で、土砂災害警戒区

域にも指定されている。そのため、新たな道路の建設に

は、多大な事業費を要し、また、防災面に十分に配慮し

た慎重な検討が必要である。このように、県道岩坂陣内

線を延伸する新たなルートの整備には多くの課題があ

り、現時点では、事業化は難しいと考えている。 

 

【山西大津線の改良について（森橋架け替え）】 

〇 山西大津線森橋は、昭和 30 年に架設された橋梁であ

る。これまでに橋脚や桁の補強・補修などを実施し、健

全性を確保している。要望の架け替えについては、同年

代に架設された橋梁が多数あることから、今後も引き続

き、長寿命化計画に基づく、橋梁点検及び点検結果に基

づく補修等を行いながら健全性を確保し、適切な時期に

架替えについて検討していく。 
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要望事項 対応状況 

 

７ 中九州横断道路

の早期整備について 

 （菊池郡提出） 

【土木部】 

○ 令和２年度に、大津熊本道路（合志～熊本）9.1km が

事業化され、現在、国において用地取得及び工事が進め

られている。事業の更なる加速化に向けて、県としても

用地の先行取得を行っている。 

○ 令和４年度に、大津熊本道路（大津西～合志）4.7km

が事業化され、調査・設計が進められており、令和６年

３月に都市計画の変更手続きが完了し、今年度から用地

買収に着手。  

○ 令和５年度に、中九州横断道路「熊本北～下硯川」間

（熊本環状連絡道路）の計画段階評価及び都市計画決定

の手続きが完了。 

○ 令和６年４月に、「大津道路」4.8km が事業化され、

調査・設計が進められており、令和７年１月 19 日に中心

杭打ち式が開催される予定。 

〇 令和６年４月に開催した「第２回熊本県中九州横断道

路事業調整会議」において「大津西 IC～下硯川 IC」間に

ついて、有料道路事業を導入し早期整備を実現するよう

国に提案。 

○ 引き続き、事業中区間の整備推進とともに中九州横断

道路「熊本北～下硯川」間（熊本環状連絡道路）の早期

事業化、「大津西 IC～下硯川 IC」間の早期整備に向けた

有料道路事業の導入を国に求めていく。 
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要望事項 対応状況 

 

８ 南阿蘇鉄道株式

会社への財政支援

について 

（阿蘇郡提出） 

【企画振興部】 

○ 県としては、これまで以下のとおり、南阿蘇鉄道株式

会社への財政的支援を行ってきた。今後も引き続き、鉄

道施設及び車両更新に係る必要な予算確保に努め、南阿

蘇鉄道の早期復旧及び安全対策を後押ししていく。 

【災害復旧事業費について】 

・ 国・南阿蘇村と共に、復旧費の 1/4 を南阿蘇鉄道へ

補助。 

【設備投資について】 

・ 予算漸減により国庫補助金が満額配分されない状況

の中においても、全事業について、要望額満額の 1/3

補助を維持。 

○ また、令和６年３月に鉄道事業再構築計画を変更し、

中長期的な設備投資等に対して、全国に先駆けて、国の

社会資本整備総合交付金による財政支援を継続的に得ら

れることとなった。 
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要望事項 対応状況 

 

９ 阿蘇地域におけ

る道路網の整備促

進について 

 （阿蘇郡提出） 

【土木部】 

【構想路線 日田阿蘇道路の事業化の実現】 

○ 日田阿蘇道路については、九州横断自動車道長崎大分

線と中九州横断道路を南北につなぎ、九州の広域観光周

遊ネットワークの構築や、災害時における代替機能の強

化など、広域道路としての役割が期待されるため、今

後、地域の実情に応じて必要な検討を行う構想路線とし

て位置付けている。 

○ 本路線の役割・機能をより明確化・具体化していくた

めにも、まずは、中九州横断道路の１日も早い早期完成

が不可欠と考えており、国に早期整備を働きかけて参

る。 

 

【県道北里宮原線道路改良早期完成について】 

○ 県道北里宮原線については、用地買収が完了した北里

工区の東側の（尻江田地区）0.4km について、順次改良

工事に取り組んでおり、その内、0.3km は、令和 4 年 11

月までに供用した。 

○ 本県道と交差する旧国鉄宮原線の幸野川橋梁がある西

村地区の 0.2km については、町の橋梁補修工事と連携

し、令和 2 年度に工事着手し、令和 3 年 11 月に供用し

た。 

○ 北里工区の起点側（北里本村地区）の 0.1km 区間は、 

本県道と旧国鉄宮原線の北里橋梁の交差部において、建

築限界の基準（H=3.8m）を満たしていないことから、県

道を切り下げる工事を実施し、今年度に完了した。  

○ 他の御要望の区間につきましては、現在、事業に取り

組んでいる区間の進捗状況等を踏まえながら、整備の着

手時期を見極めて参る。 

 

【県道高森停車場線】 

○ 高森駅及び駅周辺の再整備によるまちづくりは、南阿

蘇地域の創造的復興に繋がる重要な取組みと認識。 

○ 町におかれては、これまで駅舎のリニューアル等に取

り組まれているが、県としては、高森駅前から高森町観

光交流センター前までの区間を第一期工事として無電柱

化に取り組むとともに、歩道部の舗装復旧において石畳

状のパターンを付けた舗装を実施し、令和５年度末に整

備を完了した。引き続き、令和６年度より第二期工事区

間に着手しており、良好な景観形成を図りながら安全な

通行を確保したい。 

48



 
 

○ 併せて、要望区間を「阿蘇管内自転車ネットワーク計

画」に位置付け、自転車走行空間整備に取り組んでお

り、これらの事業を活用しながら安全な通行確保と観光

周遊の誘導を図りたい。 

○ 変則交差点については、Ｒ３通学路合同点検の対策必

要箇所となっており、対策の実施にあたっては用地交渉

など地元の協力が必要不可欠なことから、町の協力を得

ながら取り組んで参りたい。 

 

【主要地方道竹田五ヶ瀬線】 

○ 竹田五ヶ瀬線は、大分県・熊本県・宮崎県の３県にま

たがる道路であり、生活道路のみならず観光道路として

も重要な役割を担う路線と認識している。 

○ 平成 30 年度から事業に着手し、現在、高森町津留工区

（L=0.7km）において改良工事を実施している。今後も

引き続き、早期完成を目指し、整備を推進して参る。 

 

【県道津留柳線】 

○ 津留柳線は、高森町と山都町の山間部に点在する集落

を結ぶ道路であり、住民生活に密着した路線と認識して

いる。 

○ 現在は、地元要望の強い津留～野尻間（３km 区間）で

順次改良工事を実施している。今後も引き続き、早期完

成を目指し、整備を推進して参る。 

 

【県道 28 号熊本高森線】 

○ 熊本高森線は、合併後の南阿蘇村中央部を東西に走る

基幹道路であり、沿線に点在する温泉や観光スポットを

結ぶ主要な観光ルートであると認識している。 

○ 現在、幅員狭小区間である、南阿蘇村久石工区（現道

拡幅Ｌ＝1.96km 平成 24 年度着手)の整備を行ってお

り、 令和５年度までに 0.6ｋｍの供用を行った。今後も

引き続き、早期完成を目指し、整備を推進して参る。 

 

【主要地方道矢部阿蘇公園線】 

○ 矢部阿蘇公園線については、山都町御所地区において

平成 22 年度から道路改良を行い、令和元年度に事業を完

了したところ。 

○ 未供用区間の整備については、「自然環境」や「建設

コスト」等多くの課題がある一方で、熊本地震の状況も

踏まえ、災害発生時の避難路の確保という視点が求めら

れている。 

○ このため、道路がつながることによる効果等につい
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て、改めて多方面から調査、検証を進めることとし、地

元自治体と連携し、観光産業、体験レジャー、農産物な

ど地域資源を調査するため、令和元年より関係団体等に

ヒアリングを実施中。また、令和５年から令和６年にか

けて道路の利用意向や目的、旅行費用などに関する観光

客向けのアンケートを実施したところ。 

○ 上益城と阿蘇地域の往来が強化されることにより、複

数の資源が融合し、様々な効果が見込まれるため、今

後、アンケート結果を踏まえ、更なる定量化に向けた算

定作業を進める。 

○ 現在、地元自治体と連携し、九州中央自動車道山都通

潤橋インターチェンジ開通後の新たな要素の融合による

効果検証を進めるとともに、ルートを含む事業手法につ

いて検討している。 

 

【県道堂園小森線（206 号）】 

○ 西原村区間については、線形不良等により道路整備の

緊急性が高い中央部の約 0.6ｋｍ区間（中工区）を先行

整備し、平成 28 年度、供用開始を行ったところ。 

○ 供用済みの中央部から西側に向けた 0.5ｋｍ区間（西

工区）は、令和４年度に用地買収が完了し、改良工事を

推進している。また、東側 0.5ｋｍ区間（東工区）につ

いては、現在、用地買収に取り組んでいる。今後も引き

続き、早期完成を目指し、事業を推進して参る。 

 

【県道山西大津線】 

○ 当該事業は、鳥子(とりこ)地区から山西小学校へ通学

する児童等、歩行者の安全を確保するための歩道整備。 

○ 令和元年度に工事に着手、完成した区間から順次供用

しているところ。 

○ 残る未施工区間についても、既に設計が完了してお

り、令和８年度の工事完了に向け事業を推進して参りた

い。 

○ 通学路における草刈りについては、児童の安全が確保

できるよう対応して参りたい。 
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要望事項 対応状況 

 

10 九州中央自動車

道の早期完成及び

主要地方道矢部阿

蘇公園線未供用区

間の早期着工並び

に熊本都市圏南連

絡道路の実現につ

いて 

 （上益城郡提出） 

【土木部】 

【九州中央自動車道の早期完成について】 

○ 「山都中島西ＩＣ～山都通潤橋ＩＣ」間については、

令和６年２月 11 日に開通。 

○ 「矢部～蘇陽」間については、令和３年度に計画段階

評価が完了。このうち、令和４年度に事業化された「矢

部清和道路」において、今年度から用地買収に着手。 

〇 令和２年度に事業化された「蘇陽五ヶ瀬道路」につい

ては、令和５年 11 月に工事に着手。 

〇 「矢部清和道路」、「蘇陽五ヶ瀬道路」の整備推進並

びに、未事業化区間である「清和～蘇陽」間の早期事業

化を国に働きかけていく。  

 

【主要地方道矢部阿蘇公園線未供用区間の早期着工につい

て】 

〇 矢部阿蘇公園線については、山都町御所地区において

平成 22 年度から道路改良を行い、令和元年度に事業を完

了したところ。 

〇 未供用区間の整備については、「自然環境」や「建設

コスト」等多くの課題がある一方で、熊本地震の状況も

踏まえ、災害発生時の避難路の確保という視点が求めら

れている。 

〇 このため、道路がつながることによる効果について、

改めて多方面から調査、検証を進めることとし、地元自

治体と連携し、観光産業、体験レジャー、農産物など地

域の特性・資源に着目し、これらに関係する団体等にヒ

アリング及び観光客向けのアンケートを実施中。 

〇 上益城と阿蘇地域の往来が強化されることにより、複

数の資源が融合し、様々な効果が見込まれるため、今

後、アンケート結果を踏まえ、更なる定量化に向けた算

定作業を進める。 

〇 現在、地元自治体と連携し、九州中央自動車道山都通

潤橋インターチェンジ開通後の新たな要素の融合による

効果検証を進めるとともに、ルートを含む事業手法につ

いて検討している。 

 

【熊本都市圏南連絡道路の実現について】 

○ 令和３年６月に策定した「熊本県新広域道路交通計

画」において、高規格道路として位置付けた、「熊本都

市圏北連絡道路」、「熊本都市圏南連絡道路」、「熊本

空港連絡道路」の早期実現に向けては、現在、国の協力

を得ながら熊本市と連携を図り、取組みを進めていると
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ころ。 

○ 令和５年 11 月には、県と熊本市で、有識者委員会を設

置し、「住民参加型の道路計画検討」に着手。現在、第

２回有識者委員会の開催に向けて、ルート帯や主な道路

構造などの概略計画策定に向けて取り組んでいるとこ

ろ。 

○ また、県内全ての市町村が参画する「熊本都市圏３連

絡道路建設促進協議会」にて、令和６年 11 月に国へ要望

活動を行った。 
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要望事項 対応状況 

 

11 熊本都市圏南東部

地域の道路網の強

化について 

 （上益城郡提出） 

【土木部道路整備課、都市計画課】 

 【主要地方道小川嘉島線】【県道六嘉秋津新町線】 

○ 熊本都市圏南東部の渋滞対策については、熊本都市圏

総合交通戦略に基づき、熊本市と連携し、調査検討を進

めている。 

○ これまでの調査により、熊本都市圏南部の交通渋滞に

は都市圏南部と熊本市東部を接続する道路を整備するこ

とで、渋滞緩和やアクセス向上の効果が高いことを確認

したところ。 

○ 現在、熊本市南区城南町から、小川嘉島線、六嘉秋津

新町線を経由して熊本高森線に接続する新たなルートに

ついて熊本市と協議を重ねている。 

○ 引き続き、熊本市と連携するとともに、沿線自治体の

意向を確認しながら、渋滞解消に有効な道路ネットワー

クを具体化して参る。 
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要望事項 対応状況 

 

12 益城町の平成 28 年

熊本地震からの復

旧復興について 

（都市計画道路益

城中央線（主要

地方道熊本高森

線 ） の 早 期 整

備） 

（益城中央被災市街

地復興土地区画整

理事業の推進） 

（上益城郡提出） 

【土木部】 

○ 熊本地震からの創造的復興のシンボルとなるまちづく

りを支援する事業として、都市計画道路益城中央線（主

要地方道熊本高森線）の４車線化事業と益城中央被災市

街地復興土地区画整理事業にはスピード感を持って取り

組んでおり、国に対しても復興まちづくりに必要な事業

への予算確保や地方負担の軽減など支援の継続について

要望している。 

○ 益城町の創造的復興を一日も早く実現するためには、

住民との合意形成やまちづくりの推進について、町及び

町議会が事業主体である県と一体となり主体性を持ち、

しっかりと取り組んでいただくことが不可欠なので、引

き続き、最大限の協力をお願いする。 

 

＜参考＞ 

【益城中央線の早期整備】 

○ ４車線化事業について、用地取得は、令和６年９月ま

でに全て完了しており、工事は、全体延長 3.8km※）の

うち、同年４月までに起点の熊本市側から益城町惣領ま

での約 1.6km において、４車線で供用済。 

○ 引き続き、一日も早い完成に向けて、着実かつ速やか

に工事を進めていく。 

※本(街路)事業による整備区間：3.2km ＋ 土地区画整

理事業による整備区間：0.6km 

 

【土地区画整理事業の推進】 

○ 土地区画整理事業については、令和６年 12 月末時点

で、全体 482 画地のうち、465 画地（約 97%）で仮換地指

定を行い、316 画地（約 66%）で造成工事に着手、218 画

地（約 45%）で工事を終え、宅地を権利者へ引き渡し

た。 

○ 引き続き、町と連携しながら仮換地指定を推進すると

ともに、一日も早い完成に向けて、着実かつ速やかに工

事を進めていく。 
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要望事項 対応状況 

 

13 矢形川改修事業の

促進について 

（上益城郡提出） 

【土木部】 

〇 近年、矢形川沿いの嘉島町や御船町では、気候変動の

影響による降水量の増加や商業施設の建設や宅地化の進

行などに伴い、水害リスクの増加への対応が必要と認識

している。 

〇 御船町等においては、洪水時の河川水位上昇に伴う内

水氾濫により、農地の冠水が頻発化しているため、継続

して河川水位を下げる掘削や支障木伐採を実施するとと

もに、堤防天端の舗装による堤防補強等の対策に取り組

んでいる。 

〇 また、内水被害の軽減に向けて御船町が設立した御船

町内水対策検討プロジェクトチームに、引き続き、県も

メンバーとして参加し協働して進めていく。 

〇 併せて、農地防災ダムである天君ダムの活用などを含

め、流域治水の考え方で、令和６年度に緑川水系河川整

備計画策定し、今後も、矢形川の治水安全向上に向けて

関係者と連携し取り組んでいく。   

 

 

要望事項 対応状況 

 

14 宇城氷川スマート

インターチェンジ

アクセス道路の県

道昇格について 

（八代郡提出） 

【土木部】 

○  県南地域の産業振興等の活性化を図るため設置された

宇城氷川スマートインターチェンジは、供用開始から約

10 年経過し、ここにつながる町道の交通量が年々増加す

るなど、近年は地域の幹線道路ネットワークとしての役

割を担っているものと認識している。 

〇 このような状況も踏まえ、県道としての可能性を検討

しているところ。 
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要望事項 対応状況 

 

15 令和２年７月豪雨

か ら の 早 期 の 復

旧・復興への支援

について 

（葦北郡提出） 

【土木部】【農林水産部】 

１ 球磨川沿線における道路整備と橋梁の複数化による強

靭化の取組 

〇 球磨川沿線の国県道および市町村道の災害復旧事業に

ついては、国の代行事業により施行されているところ。 

〇 その取組みの中で、単に元の形に戻すだけでなく、被

害にあわれた住民の方の生活再建と市町村の復旧復興計

画を後押しするような、道路の復旧・復興が重要である

ことは認識している。 

〇 今後も、これまで同様、その認識のもと、国、県、市

町村で連携し、道路の強靱化実現とその早期完成に向け

て取り組んでいく。 

 

２ 被災農地等の早急な復旧及び事業継続体制の確保と支 

援 

○ 持続可能な農業を実現するためには、農業生産基盤の整

備が必要不可欠なものと認識している。 

○ 現在、事業実施中の芦水地区(水俣市・芦北町・津奈木

町)、国見地区(芦北町) 、水俣地区（水俣市）について

は、本年度の必要な予算を確保できており、今後とも、

事業効果の早期発現に向けて、必要な予算の確保と事業

の着実な進捗に努める。 

○ 将来の営農を見据え、農地の区画拡大を行い、担い手農

家へ 8 割を集積するとともに、ばれいしょ等の新たな作

物を導入する計画。 

○ また、令和２年７月豪雨で被災を受けた吉尾地区や白木

地区、大尼田地区では区画拡大や担い手への農地集積等

ほ場整備による創造的復興に向けて町と連携し取り組ん

でおり、令和６年度から芦北東部地区として事業に着

手、令和 12 年度の完了を目標に取り組んで参る。 

 

＜参考＞ 

【芦北東部地区の概要】 

・ 事業名：芦北東部地区中山間地域総合整備事業 

・ 関係市町村：芦北町 

・ 受 益 面 積 ： 32.1ha （ 吉 尾 工 区 8.8ha 、 大 尼 田 工 区

13.9ha、白木工区 9.4ha） 

・ 事業内容：区画整理工 32.1ha 

・ 総事業費：1,751,000 千円 

・ 事業工期：R6～R12 

・ 負担割合：国 55% 県 30% 町 10% 受益者 5% 
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（受益者負担については、中山間地域基盤整備加速化事

業により軽減を図る。） 

・ その他：豪雨災害により地区内の約 4 割の農地が被災 

 

 

【山地災害】 

○葦北郡管内の山地荒廃箇所の復旧については、国の直轄

代行（特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業）によ

り、災害関連緊急治山事業 27 箇所（芦北町 25 箇所、津

奈木町２箇所）、治山施設災害復旧事業８箇所（芦北町

８箇所）を実施し、令和５年９月末までに全箇所の復旧

工事が完了した。 

○また、令和３年度から令和７年度の５ヶ年間で治山激甚

災害対策特別緊急事業 24 箇所（芦北町 20 箇所、津奈木

町４箇所）を県が実施することとしており、令和６年３

月末時点で 11 箇所に着手し、６箇所が完了している。 

○森林の多面的機能発揮のため、間伐の推進や丸太を活用

した土砂流出防止施設を設置するなど、災害に強い森林

づくりに取り組むこととしている。 

 

３ 不知火海の再生のための水産業等への支援 

○ 藻場は、水産業にとって重要な役割を果たしており、

藻場の減少は本県にとっても重要な課題である。 

 引き続き、漁業者や地域の住民が行う藻場造成や干潟

の耕うん等の保全活動を支援するとともに、有用な海藻

類の増殖技術の開発・普及に取り組んでいく。 

 

○ 令和５年度に、県水産研究センターが地元漁業者と共

同で、芦北沖の底質調査を行い底泥のサンプリングを

行った。その結果、底質は泥が多かったが、県水産研究

センターに過去の底質データがないことから、海図に示

されている底質と比較したところ変化はなかった。 

過去のデータがなく比較ができないことから、土砂の

流入と漁獲量の関係は比較できなかった。地元漁協にも

調査結果と併せてその旨説明し、理解を得たところ。 

 

○ 栽培漁業関連事業やヒラメ・ガザミ等の放流事業につ

いては、令和６年度は、不知火海にヒラメ３５万尾、マ

ダイ５４万尾、ガザミ５１万７千尾、カサゴ６万７千

尾、アシアカエビ４５１万尾、クルマエビ２７万尾、ヨ

シエビ７０万尾を放流。 

 今後も、不知火海の重要な水産資源であるヒラメやエ
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ビ類などの種苗放流を、熊本県栽培漁業地域展開協議会

と連携して行ない、水産資源の増殖を図って参る。 

 

 

＜参考＞ 

事業名：水産多面的機能発揮対策事業 

    R6 当初予算 19,599 千円（R5 予算 19,599 千円） 

事業概要：水産業・漁村の持つ多面的機能の発揮を図るた

め、漁業者や地域の住民が行う藻場・干潟等の

保全活動を支援する。 

 

事業名：さかなを守り育む豊かな海づくり事業 

    R6 当初予算 177,488 千円（R5 予算 177,006 千円） 

事業概要：地元市町、漁協、くまもと里海づくり協会から

構成される「熊本県栽培漁業地域展開協議会」

等が行なうマダイ、ヒラメ等の種苗放流への継

続した支援する。 

 

事業名：有明海再生事業のうち八代海エビ類共同放流促進

事業 

     R6 当初予算 4,287 千円（R5 予算 4,287 千円） 

事業概要：八代海におけるエビ類の資源増殖に向けて、

「八代海エビ類共同放流協議会」が実施する共

同放流事業に対して支援する。 
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要望事項 対応状況 

 

16 交通・産業基盤及

び農業生産基盤の

整備について 

（葦北郡提出） 

 

【土木部】【農林水産部】 

１ 南九州西回り自動車道、葦北郡内県道など交通基盤整

備の促進 

〇 南九州西回り自動車道の「水俣 IC～県境」間について

は、引き続き、鹿児島県や地元期成会等と連携を図りな

がら、供用予定年度の公表と早期整備を国に働きかけて

いく。 

 

２ 観光振興や地域づくりに関する幹線道路や関連施設整

備の促進 

〇 現在、水俣・芦北地域振興計画の重点プロジェクトで

あるシーサイドロード整備については 重点的に取り組

み、第６次水俣・芦北地域振興計画で完了することとし

ており、令和２年７月豪雨の影響により遅れが生じたも

のの、翌年の令和３年度（令和２年度予算（繰越））で

完成した。 

〇 また、御要望の葦北郡内の県道整備については、今後

も引き続き、現在事業中の箇所の早期完成に向けて取り

組んで参る。 

 

３ 中山間地域総合整備事業（芦水地区）など農業生産基

盤整備の促進 

○ 持続可能な農業を実現するためには、農業生産基盤の整

備が必要不可欠なものと認識している。 

○ 現在、事業実施中の芦水地区(水俣市・芦北町・津奈木

町)、国見地区(芦北町) 、水俣地区（水俣市）について

は、本年度の必要な予算を確保できており、今後とも、

事業効果の早期発現に向けて、必要な予算の確保と事業

の着実な進捗に努める。 

○ 将来の営農を見据え、農地の区画拡大を行い、担い手農

家へ 8 割を集積するとともに、ばれいしょ等の新たな作

物を導入する計画。 

○ また、令和２年７月豪雨で被災を受けた吉尾地区や白木

地区、大尼田地区では区画拡大や担い手への農地集積等

ほ場整備による創造的復興に向けて町と連携し取り組ん

でおり、令和６年度から芦北東部地区として事業に着

手、令和 12 年度の完了を目標に取り組んで参る。 

○ 加えて、老朽化している芦北排水機場の更新整備につい

て、令和７年度の事業着手に向け、現在、採択手続きを

進めている。 

＜参考＞ 

【芦北東部地区の概要】 
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・ 事業名：芦北東部地区中山間地域総合整備事業 

・ 関係市町村：芦北町 

・ 受 益 面 積 ： 32.1ha （ 吉 尾 工 区 8.8ha 、 大 尼 田 工 区

13.9ha、白木工区 9.4ha） 

・ 事業内容：区画整理工 32.1ha 

・ 総事業費：1,751,000 千円 

・ 事業工期：R6～R12 

・ 負担割合：国 55% 県 30% 町 10% 受益者 5% 

（受益者負担については、中山間地域基盤整備加速化事

業により軽減を図る。） 

その他：豪雨災害により地区内の約 4 割の農地が被災 

【芦北第一地区の概要】 

・ 事業名：芦北第一地区農村地域防災減災事業 

・ 関係市町村：芦北町 

・ 受益面積：60.1ha 

・ 事業内容：排水機場 1 箇所（計画排水量 6.48m3/s(既設 6.48m3/s)） 

・ 総事業費：1,306,000 千円 

・ 事業工期：R7～R13 

・ 負担割合：国 55% 県 32% 町 13% 受益者 0% 
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要望事項 対応状況 

 

17 球磨川における抜

本的な治水対策の

促進について 

（球磨郡提出） 

【企画振興部】【土木部】 

【球磨川水系流域治水プロジェクトについて】 

○ 流域のあらゆる関係者が協働して、まちづくりと連携

した治水対策を推進する「球磨川水系流域治水プロジェ

クト」を、令和３年３月に、国、流域市町村とともにと

りまとめた。以降毎年度、球磨川流域治水協議会を開催

し、プロジェクトに位置付けた対策の進捗状況を国、

県、流域市町村とで確認・共有している。 

○ 令和３年 12 月には、国において、「球磨川水系河川整

備基本方針」の変更が行われた。この変更では、気候変

動の影響による将来の降雨量の増加リスクを流域治水で

受け止めていく考え方への転換とともに、流域の暮ら

し、歴史・文化などへの配慮が示されるなど、本県が進

める“緑の流域治水”の観点が盛り込まれた。 

○ 令和４年８月には、国と連携して、“緑の流域治水”

の考え方に基づいた「球磨川水系河川整備計画」を策

定。新たな流水型ダムの整備だけでなく、河道掘削、遊

水地の整備、宅地かさ上げなどの河川区域の対策のほ

か、田んぼダムや避難体制の整備を含め、流域全体で治

水対策に取り組んでいる。 

○ 新たな流水型ダムについては、令和５年 11 月に環境影

響評価の第３段階目にあたる「環境影響評価準備レポー

ト」が公表され、令和６年４月 12 日に準備レポートに対

する知事意見を提出した。その後、令和６年 10 月 11 日

に、最終段階である「環境影響評価レポート【補正

後】」が作成・公表された。同レポートについては 11 月

11 日までの縦覧期間を経て、環境アセスメントの手続き

が完了した。 

今後も国では、学識者からなる検討会を設置し、環境

保全措置の具体化に向けさらに検討が進められる。 

○ 県においては、令和６年 12 月７日に、「新たな流水型

ダムの事業の方向性・進捗を確認する仕組み」第３回会

議を開催し、流水型ダムの環境影響の最小化に向けた取

組みや森林の整備・保全と土砂・流木対策等について確

認を行った。また、熊本県立大学が中心となり進めてい

る最先端の流域治水に関する研究や産業創生・地域づく

りに、県も幹事自治体として参画し、取組みを推進して

いる。さらには、緑の流域治水について、球磨川流域住

民をはじめ広く県民に情報を発信するため、動画やパン

フレット等を作成して見える化を図り、市町村や教育機

関、事業所等に対して説明を行うなど、緑の流域治水の
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周知啓発・理解促進に取り組んでいる。 

○ 今後も、「緑の流域治水」の理念の下、国、県、流域

市町村等がしっかりと連携し、球磨川流域において、本

プロジェクトに位置付けた対策を着実に実施していく。 
 

＜五木村の振興について＞ 

○ 五木村の振興については、国・県・村の三者で策定し

た「“ひかり輝く”新たな五木村振興計画」を令和５年

５月に合意。令和５年６月には、知事出席のもと村民説

明会を開催し、新たな五木村振興計画の内容説明と村民

からのご意見を伺った。 

○ さらに、村の振興を進めるため、県職員を２名追加で

五木村に派遣（R6.4.1 時点で計７名）するとともに、役

場内に「熊本県五木村振興相談室」を開設し、村民等か

ら村の振興等に係る相談を受ける体制を整備した。 

○ この他にも、国・県・村が連携し、村内の頭地地区周

辺や宮園地区周辺の活性化に向けた住民参加型の協議会

を立ち上げるなど、具体的な取組みを進めるとともに、

川辺川上流域の総合的な洪水対策、土砂・流木対策等の

事業を実施するなど、村の安全・安心のための取組みも

進めている。 

○ また、令和６年２月に五木村及び議会の方から、

「“ひかり輝く”五木村の実現に向けた地域振興に関す

る要望書」を受取り、同年３月に知事出席のもと要望書

に対する県の回答書を手渡した。 

○ その後、令和６年４月に、村長が「流水型ダムを前提

とした村づくりに向けて、新たなスタートラインに立つ

べき」と表明したことを受け、令和６年７月に、新たな

振興計画を「流水型ダムを前提とした計画」に改訂し

た。 

○ 今後も五木村の振興が目に見える形で着実に進むよ

う、引き続き、国・村と連携し、村の振興に取り組んで

いく。 

 

＜相良村の振興について＞ 

○ 相良村の振興については、令和２年７月豪雨災害後に

策定された「相良村復興計画」及び「相良村復興むらづ

くり計画」などを踏まえた相良村の振興策について、令

和４年 10 月に村から提案をいただいた。 

○ 令和５年３月に開催した「第２回相良村振興推進会

議」において、相良村の振興策に対する県の取組みを取

りまとめ、村長・議長へ報告。 

○ 令和５年５月には、村が主催した村民説明会におい
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て、知事出席のもと相良村の振興に向けた県の取組みに

ついて説明し、村民からご意見等を伺った。 

〇 令和６年２月には、「第４回相良村振興推進会議」を

開催し、振興策の進捗状況や令和６年度の取組概要を取

りまとめ、同年３月に村長・村議会へ報告した。 

○ 令和６年７月には平川地区の河川整備計画、８月には

国道 445 号バイパス整備に関する住民説明会を開催し

た。 

○ 令和６年 10 月に開催した「第５回相良村振興推進会

議」では、木村県政のもと相良村の振興をさらに推進す

るため、亀崎副知事を会長、竹内副知事を副会長とした

体制に強化。 

○ 県としては、引き続き、相良村の振興が「目に見える

形」で進むよう、村から提案のあった全 190 項目のすべ

ての取組みの実施に向け、村と連携して、検討・支援し

て参る。 

 

【被災河川の早期復旧について】 

○ 令和２年７月豪雨等で被災した全 685 箇所、約 240 億

円（県市町村管理の河川（国直轄による権限代行分は含

まない））について、現在、災害復旧事業を進めている

ところ。 

○ 工事の進捗については、令和６年 10 月末時点で、県・

市町村合わせて、完了率は約 90％（箇所数ベース）と

なっている。 

○ 県としては、国による代行等の支援をいただくととも

に、市町村への積極的な支援を行い、一日でも早く復旧

が完了するよう、全力で取り組んでいく。 

 

【砂防施設の整備について】 

○ 球磨郡内には土砂災害の要対策箇所が 280 箇所あり、

そのうち 102 箇所が対策済となっている。未整備箇所に

ついては、事業採択基準に合致する箇所のハード整備を

計画的に行い、土砂災害の防止に努めていく。 

○ 令和２年７月豪雨による土砂災害で甚大な被害が発生

した球磨地域においては、緊急的な対策が必要な６箇所

で砂防施設の整備を進め、令和５年度中に全て完了し

た。 

○ 再度災害防止のための対策が必要な 11 箇所では、令和

３年度から砂防施設の整備を進めており、令和６年 12 月

末現在、１箇所が完了し、６箇所で工事施工中、４箇所

で用地交渉等を行っている。 

○ 全箇所の早期完了に向け、しっかりと取り組んで参る
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ので、引き続き地元調整等についてご協力をお願いす

る。 

○ 万江川については、河川事業や治山事業と連携して緑

の流域治水を推進するため、令和４年度から土砂・洪水

氾濫を防止するための事業に着手した。学識経験者等に

よる「検討委員会」から、土砂・洪水氾濫対策に関する

技術的な課題などについて提言を頂き、各事業における

対策施設配置計画が取りまとまった。 

○ 令和６年３月には、対策の一部である既設の砂防堰堤

（万江川砂防堰堤１）の除石工事に着手し、５月に約

9,000m3 の除石が完了した。その他の対策についても、

順次測量設計や用地買収を進め、工事に着手する予定。 

○ また、宇那川との合流点にある既設の砂防堰堤（万江

川砂防堰堤２）については、12 月に流木捕捉工の設置工

事を発注した。 

○ その他の対策についても、順次測量設計や用地買収を

進め、工事に着手する予定。 

○ なお、川辺川流域では、国の直轄砂防事業が行われて

おり、引き続き砂防堰堤等の整備が推進されるよう要望

していく。 
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要望事項 対応状況 

 

18 豪雨災害等から国

土を守る治山事業

及び森林整備の強

化について 

（球磨郡提出） 

【農林水産部】 

【森林整備の強化について】 

○ 令和６年度の森林整備事業（造林・間伐）に係る国庫

補助金等については、令和５年度の 116％にあたる 31.7

億円を確保。令和７年度以降も引き続き適切な森林整備

に必要な予算を国へ要望。 

○ 特に、皆伐が進む球磨地域においては、令和５年度か

ら造林未済地の解消に取り組む専門員を２名配置し、市

町村独自の林業関係補助事業等の情報や造林事業者の事

業実態等の聞き取り、造林未済地の現況調査、関係者間

での情報共有を実施。 

○ また、令和４年度に林業と県土保全の両立を目的にと

した「林地保全に配慮した林業のガイドライン」を作成

して延べ 500 人以上に研修等を行っており、加えて林業

事業体が施業地の危険性等を判断できるよう「林地保全

に配慮した林業のガイドラインデジタルマップ」をＨＰ

上に公開しているところ。今後も、ガイドラインの普及

定着、山地災害リスク情報の提供、地域協議会における

林地保全に配慮した林業活動の支援を実施。 

 

【豪雨災害等から国土を守る治山事業について】 

○ 令和６年度における治山事業（国庫）については、Ｒ

５補正とＲ６予算により、令和５年度の 88％にあたる

59.2 億円を確保。 

次年度以降も引き続き治山事業の実施に必要な予算を国

へ要望。 

○ 令和２年７月豪雨からの復旧・復興に向け、治山激特

事業や球磨南部及び五木村における「流域保全総合治山

事業」等の事業を実施するための 32.7 億円（うち球磨郡

15.1 億円）をＲ５補正とＲ６予算により確保。 

○ 激甚災害が頻発する中、県民の生命・財産を守るた

め、事前防災対策として山地災害危険地区の調査・点検

の強化や防災教育の実施などソフト対策を充実・強化。 
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要望事項 対応状況 

 

19 球磨地域幹線道路

網の整備促進につ

いて 

（球磨郡提出） 

【土木部】 

【国道 219 号道路整備事業の促進について】 

○ 国道 219 号は、令和２年７月豪雨により甚大な被害を

受けたため、八代市渡町から人吉市相良町までの約

51.1km 区間において国の権限代行により災害復旧を行う

こととなった。 

○ 権限代行区間では、「日本一災害に強い、国道 219 号

の強靭化」を目指すため、引き続き、国と一体となって

全力で取り組んで参る。 

○ 交差点改良については、交通混雑が著しい錦町西交差

点の整備（交差道路の集約）を令和４年度末に完了し

た。 

○ 国道 219 号で実施している球磨村渡工区・あさぎり町

免田２工区・錦町西工区・下原田２工区の交差点改良及

び湯前町上里工区の歩道整備については、通学路緊急合

同点検の要対策箇所に位置付けられた箇所であることか

ら、早期完了に向けて取り組んでいるところ。 

○ このうち、球磨村渡工区については、令和７年７月に

完了する見込みであり、その他の工区についても用地交

渉と並行して工事発注を進めていく。 

○ 構造物等の老朽化対策については、これまで、橋梁や

トンネル等の各道路施設の維持管理計画を策定し、計画

的かつ効率的に維持管理を行っている。 

 

【国道 388 号道路整備事業の促進（湯山峠工区）につい

て】 

○ 水上村湯山から宮崎県境までの約 2.4ｋｍ区間のう

ち、湯山からスカイビレッジまでの約 12ｋｍについて

は、地形が急峻で幅員も狭く、２車線での改良には多大

な費用と時間を要することが想定されるため、線形の悪

い箇所の改善や待避所の設置などを組み合わせる 1.5 車

線的整備手法により、残る宮崎県境までの約 12ｋｍは２

車線で、平成 28 年度に事業着手した。 

○ 令和４年度末までに、1.5 車線区間約 0.5ｋｍ及び２車

線区間約 0.8ｋｍを供用している。 

○ 令和６年度には残りの1.5車線区間約0.7ｋｍ及び２車

線区間約 0.3ｋｍを供用したところであり、現在は県境

区間約 0.1ｋｍについて宮崎県と連携・調整しながら事

業を推進している。 
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【国道 445 号未改良区間並びに歩道の整備について 】 

［五木村九折瀬地区］ 

○ 九折瀬工区については、全体延長 1.5km のうち令和２

年度末に終点側（神屋敷トンネル～九折瀬橋）の 0.4km

を供用開始した。 

○ 令和５年度には、新神屋敷橋（仮称）上部工工事を、

令和６年度には下部工工事を発注し、契約したところで

ある。 

○ 今後、橋梁工事を含め、道路改良工事を推進し、早期

完成に向けて取り組んでいく。 

  

［美里町早楠地区］ 

○ 要望区間は、地形が急峻であり、２車線での改良には

多大な費用と時間を要することが想定されるため、地域

の実情に合った効果的・効率的な対策が必要であると認

識している。 

○ そのため、線形の悪い箇所の改善や待避所の設置など

を組み合わせた 1.5 車線的整備手法により約 3.8km 区間

の整備に着手しており、引き続き、事業効果の最大化及

び早期発現に向けた取り組みを推進していく。 

 

［八代市泉町五家荘地区］ 

○ 全体延長 7.5ｋｍのうち、平成 28 年度までに延長 4.3

ｋｍの整備を完了し、供用開始済みである。 

○ 残る 3.2ｋｍについては、地形が急峻であり、２車線

での改良には多大な費用と時間を要することが想定され

るため、地域の実情に合った効果的・効率的な対策が必

要であると認識している。 

○ そのため、平成 28 年度から線形の悪い箇所の改善や待

避所の設置などを組み合わせた 1.5 車線的整備手法によ

り事業化し、令和元年度から改良工事を実施している。 

○ また五家荘地区に隣接する椎原地区では､バイパスに

よる L=0.8km の２車線整備により､平成 30 年度から工事

を実施している｡今後も引続き､改良工事を推進し､早期

完成に向けて取り組んでいく。 

 

［相良村上下坂地区］ 

○ 洪水時に冠水し流木等が堆積する上下坂工区について

は、令和４年度に事業化し、令和５年５月及び同年 12 月

には地元説明会を開催している。 

○ 令和６年 12 月には、一部工事を契約しており、今後も

引き続き、事業を推進して参る。 

 

67



 
 

［相良村内の安全施設］（道路保全課） 

○ 四浦～川辺工区は、今年度からスクールバス乗降箇所

周辺等、特に事故の危険性が高い箇所から歩道整備に係

る測量設計を進める。役場～大橋工区は、今年度、役場

付近の歩道未整備区間の用地交渉を進めており、令和７

年度工事着手を目指す。 

 ※地権者であるソーラー発電会社と用地交渉中である

が、用地買収にあたり発電会社が経産省と手続きの要

否を確認中 

 

［人吉市下城本の歩道整備等］ 

○ 人吉市下城本地区は、歩道整備や側溝整備には多くの

建物移転を伴うことから、国道 445 号に係る県の都市計

画事業や人吉市避難路整備等の進捗等を踏まえ、地元人

吉市の意見を伺いながら整備手法を検討して参る。 
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要望事項 対応状況 

 

20 雇用対策について 

（球磨郡提出） 

【商工労働部】 

【新規雇用も含めた企業の雇用維持に向けた取組の強化に 

ついて】 

○ 企業の魅力を発掘・ＰＲすることで採用力を向上させ

ることを目的とした「人材確保コンシェルジュ派遣事

業」に、「県南・天草地域支援コース」を新設し、当該

地域の企業に重点的にリクルートの専門家を派遣するこ

とで、若者の地元就職を促進している。 

○ また、球磨地域振興局に設置している「ワンストップ

就労相談窓口」において、求職者へ地元企業の魅力を伝

え、きめ細かな就労支援や地元企業とのマッチングを行

うほか、中学・高校等への出前講座などを通じ、中高生

やその保護者等に地元就職のメリットや地元企業の魅力

を周知している。 

○ ＵＩＪターン促進に関しては、東京都内における学生

等を対象とした企業説明会や、東京、大阪、福岡、熊本

に設置している「くまもと移住定住・ＵＩＪターン就職

支援センター」での相談対応や就職支援を実施し、県内

へのＵＩＪターン就職を促進している。 

○ また、本県へのＵＩＪターン就職希望者を対象に実施

している、就職活動に係る交通費等の一部補助に加え、

今年度より新たに、都内に本部がある大学の東京圏内の

キャンパスに通う学部生が、卒業年度の６月１日以降に

行う県内企業の採用活動（選考面接）にかかった交通費

の一部補助を実施している。 

○ 今後も、学生・企業双方のニーズを的確に捉え、きめ

細かな就職支援に取り組んで参る。 

 

【多様化した働き方に対応した雇用の場の確保について】 

○ 全国の IT 企業・コンテンツ関連企業等をターゲット

に、誘致案内を行い、そのうち興味を示した企業に対し

個別に折衝を図るとともに、特に県南地域については、

半導体や食品バイオ関連企業等にターゲットを拡げ、企

業への旅費助成や現地視察ツアーを実施するなど、立地

に至るまで伴走型で細やかに支援を行う。 

○ また、県南地域の雇用確保支援のため、地元高校生を

対象に、立地企業を見学するバスツアーや、県南市町村

等との企業誘致に向けた連絡調整等を実施する。 

○ 今後も各町村との連携を強化し、誘致活動を積極的に

進めることで、雇用の場の確保を図りたい。 
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要望事項 対応状況 

 

21 天草地域の道路整

備促進について 

（天草郡提出） 

【土木部】 

○ 県施行区間においては、「天草未来大橋」を含む、

「本渡道路(Ｌ＝1.3km)」が令和５年２月 25 日に開通

し、朝夕を中心に発生していた交通渋滞がほぼ解消し

た。 

〇 また、令和５年度に新規事業化した本渡道路Ⅱ期で

は、令和６年 12 月１日に中心杭打ち式を実施した。 

○ 平成 31 年４月に事業化した「大矢野道路（Ｌ＝

3.4km）」は、新大矢野トンネルなどの工事を着実に進

めているところ。 

○  国 施 行 区 間 に お い て は 、 「 熊 本 宇 土 道 路 (Ｌ ＝

3.8m)」、「宇土道路(Ｌ＝6.7km)」、「宇土三角道路

(Ｌ＝13.5km)」など整備が進められている。特に、「宇

土道路」では令和６年７月 21 日に糖塚山トンネル貫通式

が実施され、強力に事業が進められている。引き続き、

事業中区間の整備促進と早期供用を国に求めていく。 
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○ 熊本県内町村議会正副議長による県関係国会議員の先生方への面談要望 

（令和 6 年 5 月 22 日、東京・ホテルグランドアーク半蔵門） 

 

【要望先】 

 

 西野 太亮 衆議院議員 

坂本 哲志 衆議院議員 

金子 恭之 衆議院議員 

 

馬場 成志 参議院議員※ 

藤木 眞也 参議院議員※ 

 

（代理の方のご出席） 

 

 木原 稔  衆議院議員 

吉田 宣弘 衆議院議員 

 

松村 祥史 参議院議員 

馬場 成志 参議院議員※ 

藤木 眞也 参議院議員※ 

本田 顕子 参議院議員 

宮崎 雅夫 参議院議員 

 

 ※ 当日は、参議院で本会議が開催されたため、馬場参議院議員には冒頭のみご出席いただ

き、藤木参議院議員には要望の途中からご出席いただいた。 
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② 議員報酬の適正化に関する要請 

  

 近年、町村議会において、議員のなり手不足が深刻な問題となっており、町村議

会議員の低額な報酬がその大きな要因であると考えられることから、全国町村議会

議長会をはじめ、各都道府県町村議会議長会は、議員報酬の適正化に関する運動を

展開した。 

その運動の一環として、各町村長の皆様方にも、こうした状況をご認識いただき

ご賛同いただけるよう、全国町村会及び各都道府県町村会に対し、要請活動を行っ

た。 

本会は、令和 6 年 8 月 8 日開催の第 2 回理事会で下記の要請書を決定し、翌 8

月 9 日、熊本県町村会に対し要請した。 

 

議員報酬の適正化に関する要請 

 

近年、町村議会議員のなり手不足問題が深刻化している。 

町村議会議員の一般選挙における無投票の割合は、平成２３年からの４年間では全

国の２０．４％であったのが、平成２７年からの４年間では２１．９％、令和元年からの４年

間では２７．４％と増加の一途をたどっており、県内においても、６．５％から１８．８％、さ

らには２２．６％と同様に増加傾向にある。 

なり手不足は、住民の主権者意識を低下させるとともに、議会の存在意義を脅かし、

二元代表制の趣旨を損なう危険性があるだけではなく、選挙が行われる機会が度重な

って失われることは、地方自治の弱体化を招き、町村全体のみならず、ひいては都道府

県や国の危機にも繋がるものである。 

この問題には様々な要因が絡み合っているが、都道府県議会議員、市区議会議員と

比べて、町村議会議員の報酬は著しく低く、そのことが大きな影響を及ぼしていることは

明らかである。 

このような中、全国町村議会議長会は、令和６年５月２２日、議会に多様な人材の参画

を促す観点から、更なる議会改革を進め、議会・議員の活動量を豊富化し、住民の理解

を得ながら議員報酬の適正化を図っていくことを決議したところであるが、本会としても、

全国町村議会議長会と一致協力して取り組んでいく所存である。 

よって、町村長各位におかれては、我々町村議会の取り組みにご理解をいただいたう

えで、以下の点についてご留意されるよう、要請する。 
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記 

 

１  議員報酬の検討に当たっては、類似団体や近隣町村との比較のみにとらわれること

なく、議会が導き出した結論について、十分尊重されたいこと。 

 

２  議員報酬の検討に当たって、特別職報酬等審議会の意見を聴く場合は、審議会の

運営等について、次の事項に留意すること。 

⑴ 審議会委員には議会の活動状況を把握している者を選任すること。 

⑵ 議会側に意見陳述の機会を付与すること。 

⑶ 議会・議員の活動状況を単に審議日数のみで捉えることなく、住民との対話や日

常の議員活動など活動量や活動内容を踏まえ検討すること。 

⑷ 類似団体や近隣町村との単純な比較のみにより議員報酬の水準を決定しないこ

と。 

⑸ 議会費の総額ありきの考え方から議員報酬を増額する代わりに議員定数を安易

に削減することのないようにすること。 

 

 以上、要請する。 

 

  令和６年８月８日 

 

熊本県町村議会議長会 

会長 上 田  孝 

 

 

 

 

 

③ 第 68 回町村議会議長全国大会における決議・要望事項 

  

令和 6 年 11 月 13 日に開催された「第 68 回町村議会議長全国大会」における決

議・要望事項を下記のとおり要望した。 
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要望活動 

 

〇 熊本県内町村議会議長による県関係国会議員の先生方への要望・意見交換会

（令和 6 年 11 月 13 日、東京・全国町村会館） 

 

【要望先】 

 

 木原 稔   衆議院議員 

 西野 太亮  衆議院議員 

 坂本 哲志  衆議院議員 

金子 恭之  衆議院議員 

吉田 宣弘  衆議院議員 

 

松村 祥史  参議院議員 

馬場 成志  参議院議員 

藤木 眞也  参議院議員 

 進藤 金日子 参議院議員 

 宮崎 雅夫  参議院議員 

 

（代理の方のご出席） 

 

本田 顕子 参議院議員 
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④ 道路等の社会基盤の整備促進に関する要望 

 

 本会会長が会員となっている「九州中央自動車道建設促進協議会」及び「南九州

西回り自動車道建設促進協議会」は、それぞれの路線の整備促進を図るため、関係

者に要望を行った。 

 本会会長が参加・出席した会議等は次のとおり。 

 

【九州中央自動車道建設促進協議会】 

年月日 会議名 場所 

6.7.8 勉強会 熊本県庁 

6.8.20 地方大会 山都町総合体育館パスレル 

6.11.7 中央提言 自由民主党 

国土交通省 

財務省 

 

【南九州西回り自動車道建設促進協議会】 

年月日 会議名 場所 

6.7.16 要望活動 国土交通省 

財務省 

6.10.29 九州地方整備局要望 国土交通省九州地方整備局

（福岡市） 

6.11.13 大会 ホテルルポール麴町 

（東京都千代田区） 
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４ 表彰事業 

 

表彰目的 町村議会議員等が議会活動を通じ、地方自治の進展のた

めに大きな役割を果たしていることを高く評価し、本会と

して表彰をもってその功労に報いるため。 

表彰日 令和 6 年 2 月 22 日 

表彰方法 第 74 回定期総会において表彰した。 

表彰内容 町村議会議員として 30 年以上在職者（特別表彰）（3 名） 

 玉名郡長洲町 議員 濱﨑 久 殿 

 菊池郡大津町 議員 津田 桂伸 殿 

 菊池郡大津町 議員 荒木 俊彦 殿 

町村議会正副議長として 7 年以上在職者（1 名） 

 阿蘇郡西原村 議長 山下 一義 殿 

町村議会議員として 23 年以上在職者（3 名） 

 下益城郡美里町 議長 上田 孝 殿 

玉名郡和水町 元議員 池田 龍之介 殿 

八代郡氷川町 議員 片山 裕治 殿 

町村議会議員として 15 年以上在職者（5 名） 

 菊池郡菊陽町 副議長 坂本 秀則 殿 

葦北郡芦北町 議長 宮内 道則 殿 

球磨郡多良木町 副議長 坂口 幸法 殿 

球磨郡湯前町 議長 金子 光喜 殿 

球磨郡湯前町 議員 倉本 豊 殿 
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５ 研修事業 

 令和 6年 1月 1日から令和 6年 12 月 31 日までに、本会が主催した研修会は次の

とおりである。 

 

開 催 日 研 修 会 名 ・ 概 要 等 

令和 6年 

1 月 23 日 

第 2 回熊本県町村議会議員研修会（オンライン） 

演題 「地方議員のための役所を動かす質問の仕方」 

講師 元広島県廿日市市副市長・地方議員研修講師 川本 達志 氏 

4 月 4 日 

 

町村議会事務局長研修会（自治会館） 

⑴ 標準町村議会会議規則・標準町村議会委員会条例の一部改正 

⑵ 議会に関する判例紹介 

解説 熊本県町村議会議長会 事務局長 古家 陽介 

4 月 12 日 

 

事務説明会（自治会館） 

⑴ 町村議会を取り巻く現状と課題 

全国町村議会議長会 議事調査部長 飯田 厚 氏 

⑵ 全国町村議会議員互助制度、団体補償制度、 

団体医療保険制度の概要 

全国町村議会議員互助会 事務局長 平岡 順人 氏 

⑶ 令和６年度事業計画 

⑷ 全国議長会及び本会の情報提供事業 

事務局長 古家 陽介 

⑸ 町村議会実態調査等 

⑹ 町村監査委員に関する実態調査等 

⑺ 議員章・書籍等の斡旋 

書記 丸山 彰子 

5 月 14 日 

 

町村議会議長研修会（自治会館） 

演題 「地域公共交通政策の今後～自治体の役割、そして議員への期待

～」 

講師 地域公共交通プロデューサー 

名古屋大学大学院環境学研究科教授  加藤 博和 氏  

7 月 23 日 町村議会常任委員長・議会運営委員長研修会（オンライン） 

演題 「人口減少問題へ対応策 －ぶれずに「地域づくり」を－」 

講師 明治大学農学部教授 小田切 徳美 氏 

8 月 27 日 町村議会正副議長研修会（オンライン） 

77



 
 

演題 「大災害からの教訓～熊本で備える～」  

講師 防災危機管理アドバイザー 

（元岩手大学地域防災研究センター教授） 越野 修三 氏  

10 月 9 日 第 1 回熊本県町村議会議員研修会（オンライン） 

演題 議会改革による「議員のなり手不足」打開の道―「住民自治の根

幹」としての議会の作動 ― 

講師 大正大学地域創生学部教授 江藤 俊昭 氏 

11 月 1 日 町村議会事務局職員研修会（ホテル熊本テルサ） 

演題 「議会活動における著作権等の取り扱い」 

講師 弁護士 玉置 奈々子 氏 

11 月 6 日 

 

第 17 回熊本県町村議会広報コンクール表彰式・町村議会広報研修会 

（グランメッセ熊本） 

⑴ 第 17 回熊本県町村議会広報コンクール表彰 

  特選  湯前町議会 「ゆのまえ議会だより №46」 

  入選  大津町議会 「おおづまち議会だよりＯＺＵ №106」 

  入選  御船町議会 「あおぞら２１ №201」 

  特別賞 高森町議会 「高森町議会だより 絆 №90」 

⑵ 議会広報コンクール審査講評 

  ① 株式会社ＣＳプランニング取締役   坂本 ミオ 氏 

  ② 嘉島町「広報かしま」取材・編集担当 木村 彰宏 氏 

⑶ パネルディスカッション 

テーマ：「住民の期待に応えているか!!」 

  パネリスト： 

  椎葉 弘樹 氏（湯前町議会広報常任委員会委員） 

  三宮 美香 氏（大津町議会広報編集特別委員会委員長） 

  増田 安至 氏（御船町議会広報編集特別委員会委員長） 

  後藤 巌 氏（高森町議会広報特別委員会委員長） 

  荒嶽 晋 氏（水上村議会広報特別委員会委員長） 

 ファシリテーター： 

議会広報ファシリテーター・熊本大学客員教授 越地 真一郎 氏 
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６ ホームページによる情報提供 

 

〇 ホームページアドレス https://www.gichokai-kumamoto.gr.jp/ 

 

目的 県内町村議会関係者に必要な情報を迅速に提供する

とともに、本会の活動を広くアピールする。 

内容 【組織】 

 本会の組織や事業の紹介、会則を掲載。 

【名簿】 

 本会の役員や各町村議会議長の氏名等を掲載。議長の

氏名をクリックすると顔写真や当選回数、抱負等のプロ

フィールが閲覧できる。 

【事業計画】 

今年度の本会、全国議長会の研修会、総会などの予定

を掲載。 

【活動報告】 

 本会の研修会、総会、要望等の活動を写真入りで掲載。 

【実態調査】 

 「町村議会実態調査」と「報酬・費用弁償に関する調

査」の集計表を、過去の分から掲載。 

【町村議会トピックス】 

関係法令・会議規則等の改正、国の審議会等の審議状

況・答申内容など、町村議会に関係する情報を随時掲載。 

【会員専用ページ】 

研修会等の写真や資料などを掲載。 
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1
8
6
,
4
3
6

1,
80
4,
56
4

1
5
,
8
8
6
,
0
0
0

0
0
1
5
,
8
8
6
,
0
0
0

―
1
4
,
6
6
4
,
8
0
0

1,
22
1,
20
0

給
料

7,
39
7,
00
0

7,
39
6,
50
0

50
0

職
員
給
料

職
員

手
当

4,
02
2,
00
0

3,
94
6,
46
1

75
,5
39

扶
養
手
当
等
諸
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等

共
済

費
3,
63
6,
00
0

2,
90
6,
43
9

72
9,
56
1

社
会
保
険
・

団
体
共
済
等
負
担
金

賃
金

83
1,
00
0

41
5,
40
0

41
5,
60
0

臨
時
職
員
給
料

4,
10
5,
00
0

0
0

4,
10
5,
00
0

―
3,
52
1,
63
6

58
3,
36
4

旅
費

35
0,
00
0

13
3,
69
0

21
6,
31
0

役
職
員
旅
費

交
際

費
20
0,
00
0

11
7,
25
0

82
,7
50

各
種
団
体
等
と
の
会
長
交
際
費
、
葬
儀

香
典
代
・
生
花
代
、
災
害
見
舞
金

需
用

費
55
4,
00
0

42
5,
42
4

12
8,
57
6

消
耗
品
費
・
備
品
購
入
費
・

電
気
料
等

役
務

費
67
6,
00
0

67
5,
10
0

90
0

通
信
運
搬
費
・
手
数
料
等

使
用
料
及
び
賃
借
料

2,
32
5,
00
0

2,
17
0,
17
2

15
4,
82
8

事
務
室
使
用
料
（
10
.5
月
分
）
1
,1
65
,
18
5

円
・
コ
ピ
ー
機
等
リ
ー
ス
料
・
タ
ク
シ
ー
使

用
料
等

40
,0
00

0
0

40
,0
00

―
8,
30
0

31
,7
00

40
,0
00

0
0

40
,0
00

―
8,
30
0

31
,7
00

２
回
開
催

旅
費

40
,0
00

8,
30
0

31
,7
00

２
一
般
管
理
費

１
総
務
管
理
費

２
監

査
費

２
総

務
費

１
総
務
管
理
費

１
監

査
費
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款
項

目
予
備
費
支
出

支
出
済
額

不
用
額

説
明

及
び
流
用
増
減

区
　
分

金
　
額

予
　
　
　
　
　
　
　
算
　
　
　
　
　
　
　
現
　
　
　
　
　
　
　
額

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

計
節

円
円

円
円

円
円

円

4,
94
8,
00
0

0
90
,0
00

5,
03
8,
00
0

―
5,
03
4,
89
8

3,
10
2

4,
94
8,
00
0

0
90
,0
00

5,
03
8,
00
0

―
5,
03
4,
89
8

3,
10
2

24
8,
00
0

0
31
,0
00

27
9,
00
0

―
27
8,
51
4

48
6

需
用

費
27
9,
00
0

27
8,
51
4

48
6

書
籍
購
入
代
・
購
読
料

2,
20
0,
00
0

0
12
1,
00
0

2,
32
1,
00
0

―
2,
32
0,
01
0

99
0

旅
費

1,
59
3,
00
0

1,
59
2,
65
0

35
0

全
国
議
長
会
・
九
州
ブ
ロ
ッ

ク
関
係
会
議
等
出
席
旅
費

需
用

費
42
8,
00
0

42
7,
97
0

30
県
関
係
国
会
議
員
要
望
に
係

る
印
刷
製
本
費
・
食
糧
費
等

使
用
料
及
び
賃
借
料

30
0,
00
0

29
9,
39
0

61
0

県
関
係
国
会
議
員
要
望
に
係
る
会
場
使

用
料
・
タ
ク
シ
ー
使
用
料
等

10
0,
00
0

0
0

10
0,
00
0

―
99
,7
40

26
0

需
用

費
84
,0
00

83
,9
00

10
0

表
彰
状
額
縁
代

役
務

費
16
,0
00

15
,8
40

16
0

表
彰
状
作
成
費

2,
40
0,
00
0

0
△
 6
2,
00
0

2,
33
8,
00
0

―
2,
33
6,
63
4

1,
36
6

報
償

費
1,
29
5,
00
0

1,
29
4,
53
6

46
4

講
師
謝
礼

旅
費

37
6,
00
0

37
5,
55
9

44
1

講
師
交
通
費

需
用

費
34
0,
00
0

33
9,
59
9

40
1

食
糧
費
・
消
耗
品
費
等

使
用
料
及
び
賃
借
料

32
7,
00
0

32
6,
94
0

60
会
場
使
用
料
等

２
政
務
活
動
費

３
表

彰
費

１
調
査
研
究
費

１
事

業
費

３
事

業
費

４
研

修
会

費
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款
項

目
予
備
費
支
出

支
出
済
額

不
用
額

説
明

及
び
流
用
増
減

区
　
分

金
　
額

予
　
　
　
　
　
　
　
算
　
　
　
　
　
　
　
現
　
　
　
　
　
　
　
額

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

計
節

円
円

円
円

円
円

円

2,
77
9,
00
0

0
0

2,
77
9,
00
0

―
2,
61
9,
51
0

15
9,
49
0

2,
77
9,
00
0

0
0

2,
77
9,
00
0

―
2,
61
9,
51
0

15
9,
49
0

2,
77
9,
00
0

0
0

2,
77
9,
00
0

―
2,
61
9,
51
0

15
9,
49
0

  
負
担
金
、
補
助
及
び

交
付
金

2,
77
9,
00
0

2,
61
9,
51
0

15
9,
49
0

30
0,
00
0

0
△
 9
0,
00
0

21
0,
00
0

―
0

21
0,
00
0

事
業
費
へ
充
当

30
0,
00
0

0
△
 9
0,
00
0

21
0,
00
0

―
0

21
0,
00
0

30
0,
00
0

0
△
 9
0,
00
0

21
0,
00
0

―
0

21
0,
00
0

予
備

費
21
0,
00
0

0
21
0,
00
0

2
8
,
9
0
9
,
0
0
0

0
0
2
8
,
9
0
9
,
0
0
0

2
8
,
9
0
9
,
0
0
0
2
6
,
6
4
4
,
3
7
6

2,
26
4,
62
4

１
予

備
費

全
国
町
村
議
会
議
長
会
会
費

2
,
0
9
1
,
4
0
0
円
・

自
治
会
館
共
益
費
（
1
0.
5月

分
）

2
2
7
,
8
5
0
円
・

九
州
各
県
協
議
会
負
担
金
等

歳
出

合
計

５
予

備
費

１
諸
支
出
金

１
諸

支
出

金

１
予

備
費

４
諸
支
出
金
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令
和
6年

3月
31
日
現
在

区
　
　
　
分

前
年
度
末
現
在
高

決
算
年
度
中
増
減

決
算
年
度
末
現
在
高

円
円

円

定
期
預
金

22
,7
44
,3
12

38
2

22
,7
44
,6
94

（
肥
後

銀
行

本
店

）
（

預
金

利
子

）

財
政
調

整
積

立
金

区
　
　
　
分

前
年
度
末
現
在
高

決
算
年
度
中
増
減

決
算
年
度
末
現
在
高

円
円

円

定
期
預
金

10
,2
26
,8
80

17
4

10
,2
27
,0
54

（
肥
後

銀
行

本
店

）
（
預
金

利
子

）

定
期
預
金

3,
24
7,
58
2

55
3,
24
7,
63
7

（
熊
本

銀
行

本
店

）
（
預
金

利
子

）

財
産
に

関
す

る
調

書

職
員
退

職
手

当
特

別
積

立
金
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議
案
第
１
号

　
　
令
和
７
年
度
事
業
計
画
及
び
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
１
２
月
２
０
日
開
催
の
理
事
会
に
お
い
て
、
別
紙
の
と
お
り

　
承
認
さ
れ
た
の
で
、
本
会
会
則
第
１
２
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
７
年
２
月
２
１
日
提
出

熊
本
県
町
村
議
会
議
長
会

　
　
会
長
　
　
　
上
　
　
田
　
　
　
　
孝

令
和
７
年
度
事
業
計
画
及
び
歳
入
歳
出
予
算
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令和７年度 熊本県町村議会議長会 事業計画 

 
 
第１ 基本方針 

 

 本会は、町村議会の連絡協調のもとに地方自治の振興発展を図るため、全国町

村議会議長会、各郡町村議会議長会、各町村議会及び関係諸団体と緊密に連携し

ながら、有効適切な各種事業を積極的に展開する。 

 その中で、町村の振興発展に不可欠である様々な行政課題の解決に向けては、

引き続き国や県等に対して、地域の実情に応じた的確な要望を行う。 

 また、町村議会がその機能を十分に発揮するための調査・研究を行うとともに、

町村の議会・議員・事務局の活動を支援するための事業を行う。 

 なお、会務運営にあたっては、厳しい財政事情に鑑み、徹底した事務事業の効

率化に努めるものとする。 

 

 

第２ 事業計画 

 

１ 諸会議の開催 

 

  本会の円滑かつ健全な運営のため、次のとおり会議を開催する。なお、緊急

の案件に対応するため臨時に開催する場合がある。 

 

（１）定期総会       １回（令和８年２月） 

（２）臨時総会       １回（令和７年６月） 

（３）理事会        ５回（令和７年５月、８月、１０月、１２月、 

令和８年２月） 

（４）正副会長会      １回（令和７年８月） 

（５）監事会        ２回（令和７年７月、１０月） 

（６）郡事務局長会     ５回（令和７年４月、８月、１０月、１２月、 

令和８年１月） 
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２ 調査研究事業 

 

（１）町村議会実態調査 

町村議会制度及び運営の改善に資するため、町村議会の組織運営の状況 

及び議員の活動状況等の実態を調査する。 

 

（２）議会運営や制度等に関する照会対応 

議会運営や制度等に関する調査研究を行い、町村議会からの各種照会に 

対応する。 

 

 

３ 政務活動 

 

（１）関係会議への出席 

本会がその構成の一部である全国町村議会議長会や、西日本・九州ブロ 

ック協議会において、町村の共通課題の解決に向け、政府・国会に対し要望

を行うにあたって協議・意見交換を行うため、大会や関係会議に出席する。 

 

 ① 全国町村議会議長会主催会議 

 ② 西日本地区各県町村議会議長会協議会主催会議 

 ③ 九州各県町村議会議長会協議会主催会議 

 

（２）町村の要望内容の実現に向けた国・県等への要望活動 

   町村の振興発展に不可欠な要望内容の実現に向けた国または県等に対す

る要望活動及び同関係者等との協議・意見交換を行う。 

 

① 定期総会決議事項に関する要望 

・理事による県当局等への要望（令和７年４月） 

・正副議長による県関係国会議員への要望（令和７年５月）  

 ② 議長大会決議事項に関する要望 

   ・議長による県関係国会議員への要望・意見交換会（令和７年１１月） 

 ③ 道路等の社会基盤の整備促進に関する要望 

 ④ 大規模自然災害の発生等に伴う緊急要望 
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４ 表彰事業 

 

  自治功労者表彰を行い、町村議会議員等が議会活動を通じ、地方自治の進展

のために大きな役割を果たしていることを高く評価し、本会としてその功労

に報いる。 

 

（１）正副議長在職７年以上表彰 

（２）議員在職３０年、２３年、１５年以上表彰 

（３）議会事務局長在職８年、職員在職１２年以上表彰 

（４）系統町村議会議長会事務局長在職１５年、職員在職２０年以上表彰 

 

 

５ 研修事業 

 

  町村議会の各役職に応じた研修を開催し、広く研鑽を積んでいただくこと

によって、町村議会の一層の活性化に資する。 

 

（１）議長研修会            （令和７年６月） 

（２）正副議長研修会          （令和７年８月） 

（３）正副委員長研修会         （令和７年７月） 

（４）議員研修会            （令和７年１０月） 

（令和８年１月） 

（５）新議員研修会           （令和８年３月） 

（６）議会広報研修会          （令和７年１１月） 

（７）議会事務局長研修会        （令和７年４月） 

（８）議会事務局職員研修会       （令和７年１０月） 

（９）事務説明会            （令和７年４月） 

 

 

６ ホームページによる情報提供 

 

 本会の組織紹介や役員・議長の名簿、事業計画、活動報告、実態調査等につい

てホームページに掲載することにより、県内町村議会関係者に必要な情報を迅

速に提供するとともに、本会の活動を広くアピールする。 

103



104



令
和
７

年
度

熊
本

県
町

村
議

会
議

長
会

予
算

は
、

次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入

歳
出

予
算

）
千
円
と
定
め
る
。

　
　
２

　
歳

入
歳

出
予

算
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご
と
の
金
額
は
、
｢
第
１
表

　
　
　

　
歳

入
歳

出
予

算
」

に
よ

る
。

令
和

7
年
2
月
2
1
日

提
出

熊
本
県
町
村
議
会
議
長
会

会
長
　
上
　
田
　
　
孝

令
和
７
年
度
熊
本
県
町
村
議
会
議
長
会
予
算

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

2
8
,
6
5
2
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（
第
１

表
）

（
歳
　

入
） 款

千
円

18
,8
08

１
負

担
金

18
,8
08 24
3

１
繰

入
金

24
3

1,
50
0

１
繰

越
金

1,
50
0

8,
10
1

１
町

村
会

助
成

金
3,
40
0

２
市

町
村

振
興

協
会

補
助

金
3,
00
0

３
全

国
町

村
議

員
会

館
助

成
金

30
0

４
議

員
互

助
・

団
体

補
償

制
度

事
務

費
1,
30
0

５
預

金
利

子
1

６
雑

入
10
0

28
,6
52

４
諸

収
入

項
金

額

歳
入
歳
出
予
算

歳
入

合
計

１
負

担
金

３
繰

越
金

２
繰

入
金

106



（
歳
　

出
） 款

千
円

94
0

１
会

議
費

94
0

19
,4
91

１
総

務
管

理
費

19
,4
51

２
監

査
費

40

5,
22
1

１
事

業
費

5,
22
1

2,
70
0

１
諸

支
出

金
2,
70
0

30
0

１
予

備
費

30
0

28
,6
52

１
会

議
費

２
総

務
費

歳
出

合
計

３
事

業
費

４
諸

支
出

金

５
予

備
費

項
金

額
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１
　
総
　

括
(
歳
　
入
）

款
前
年
度
予
算
額

比
較

千
円

千
円

千
円

１
負

担
金

18
,8
08

0

２
繰

入
金

15
4

89

３
繰

越
金

2,
00
0

△
 5
00

４
諸

収
入

8,
10
1

0

歳
入

合
計

29
,0
63

△
 4
11

(
歳
　
出
）

款
前
年
度
予
算
額

比
較

千
円

千
円

千
円

１
会

議
費

90
0

40

２
総

務
費

19
,9
96

△
 5
05

３
事

業
費

5,
08
8

13
3

４
諸

支
出

金
2,
77
9

△
 7
9

５
予

備
費

30
0

0

歳
出

合
計

29
,0
63

△
 4
11

2,
70
0

28
,6
5230
0

歳
入

歳
出

予
算

事
項

別
明

細
書

本
年
度
予
算
額 18
,8
08

19
,4
91

5,
22
1

24
3

本
年
度
予
算
額

94
0

1,
50
0

8,
10
1

28
,6
52
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２
　
歳
　
入

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

18
,8
08

18
,8
08

0
18
,8
08

計
18
,8
08

18
,8
08

0

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

24
3

15
4

89
24
3

計
24
3

15
4

89

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

1,
50
0

2,
00
0

△
 5
00

1,
50
0

計
1,
50
0

2,
00
0

△
 5
00

１
繰

越
金

比
較

目

１
繰

入
金

目

前
年

度
予

算
額

　
第

１
項

　
負

担
金

第
１

款
　

負
担

金

本
年

度
予

算
額

節
前

年
度

予
算

額
比

較

町
村

負
担

金

目

１
町

村
負

担
金

節

繰
入

金

第
２

款
　

繰
入

金
　

第
１

項
　

繰
入

金

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

比
較

節

繰
越

金

第
３

款
　

繰
越

金
　

第
１

項
　

繰
越

金

本
年

度
予

算
額

説
　

明

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

説
　

明

町
村

負
担

金
（

人
口

割
 
7
/
1
0
、

町
村

均
等

割
　

3
/
1
0
） 説
　

明

財
政

調
整

積
立

金
か

ら
の

繰
入

金
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区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

3,
40
0

3,
40
0

0
3,
40
0

計
3,
40
0

3,
40
0

0

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

3,
00
0

3,
00
0

0
3,
00
0

計
3,
00
0

3,
00
0

0

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

30
0

30
0

0
30
0

計
30
0

30
0

0

目

第
４

款
　

諸
収

入

比
較

本
年

度
予

算
額

　
第

２
項

　
市

町
村

振
興

協
会

補
助

金

節
前

年
度

予
算

額

１
全

国
町

村
議

員
会

館
助

成
金

市
町

村
振

興
協

会
補

助
金

本
年

度
予

算
額

目目

１
市

町
村

振
興

協
会

補
助

金

全
国

町
村

議
員

会
館

助
成

金

前
年

度
予

算
額

第
４

款
　

諸
収

入

節

１
町

村
会

助
成

金

　
第

１
項

　
町

村
会

助
成

金

説
　

明

説
　

明

比
較

一
般

財
団

法
人

全
国

町
村

議
員

会
館

か
ら

の
町

村
議

会
振

興
助

成
金

　
第

３
項

　
全

国
町

村
議

員
会

館
助

成
金

第
４

款
　

諸
収

入

前
年

度
予

算
額

説
　

明

熊
本

県
町

村
会

か
ら

の
助

成
金

節
比

較
本

年
度

予
算

額

町
村

会
助

成
金

公
益

財
団

法
人

熊
本

県
市

町
村

振
興

協
会

か
ら

の
補

助
金
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区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

計
1,
30
0

1,
30
0

0

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

1
1

0
1

計
1

1
0

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

10
0

10
0

0
10
0

計
10
0

10
0

0

第
４

款
　

諸
収

入

目

第
４

款
　

諸
収

入
　

第
６

項
　

雑
入

第
４

款
　

諸
収

入
　

第
５

項
　

預
金

利
子

1,
30
0

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

目

0

節
本

年
度

予
算

額

　
第

４
項

　
議

員
互

助
・

団
体

補
償

制
度

事
務

費

比
較

説
　

明

説
　

明

説
　

明

１
議

員
互

助
・

団
体

補
償

制
度

事
務

費

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

比
較

目

１
雑

入

１
預

金
利

子

前
年

度
予

算
額

比
較

節

1,
30
0

雑
入

預
金

利
子

節

議
員

互
助

・
団

体
補

償
制

度
事

務
費

1,
30
0

全
国

町
村

議
会

議
員

互
助

会
か

ら
の

議
員

互
助

・
団

体
補

償
制

度
事

務
運

営
費

預
金

利
子

見
込

額

議
員

章
、

議
員

手
帳

等
の

物
資

斡
旋

手
数

料
等

111



３
　
歳
　
出

第
１

款
　

会
議

費
　

第
１

項
　

会
議

費

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

需
用

費
50
0
印

刷
製

本
費

、
食

糧
費

等

使
用

料
及

び
賃

借
料

13
0
会

場
使

用
料

旅
費

60
正

副
会

長
会

旅
費

需
用

費
18
0
印

刷
製

本
費

、
食

糧
費

等

役
務

費
40

W
e
b
会

議
サ

ー
ビ

ス
ラ

イ
セ

ン
ス

料
等

使
用

料
及

び
賃

借
料

30
会

場
使

用
料

等

計
94
0

90
0

40

前
年

度
予

算
額

比
　

較

63
0

２
理

事
会

費
及

び
郡

事
務

局
長

会
費

31
0

27
0

40

目
本

年
度

予
算

額

１
総

会
費

節

63
0

0

説
　

明
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第
２

款
　

総
務

費
　

第
１

項
　

総
務

管
理

費

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

給
料

7,
89
9
職

員
給

料

職
員

手
当

4,
33
3
扶

養
手

当
、

期
末

・
勤

勉
手

当
等

共
済

費
3,
10
9
社

会
保

険
、

団
体

共
済

等
負

担
金

旅
費

35
0
役

職
員

旅
費

交
際

費
20
0
各

種
団

体
等

と
の

会
長

交
際

費

需
用

費
55
0
消

耗
品

費
、

電
気

料
等

役
務

費
73
0
通

信
運

搬
費

、
手

数
料

等

使
用

料
及

び
賃

借
料

2,
23
0

事
務
室
使
用
料
、
コ
ピ
ー
機
等
リ
ー
ス
料
、

タ
ク
シ
ー
使
用
料
等

備
品

購
入

費
50

事
務

局
備

品
購

入
費

計
19
,4
51

19
,9
56

△
 5
05

第
２

款
　

総
務

費
　

第
２

項
　

監
査

費
　

　

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

１
監

査
費

40
40

0
旅

費
40

監
事

会
旅

費

計
40

40
0

１
総

務
管

理
費

15
,7
35

△
 3
94

4,
22
1

△
 1
11

前
年

度
予

算
額

比
　

較
本

年
度

予
算

額

15
,3
41

２
一

般
管

理
費

4,
11
0

本
年

度
予

算
額

目 目

前
年

度
予

算
額

比
　

較

説
　

明

説
　

明

節節
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第
３

款
　

事
業

費
　

第
１

項
　

事
業

費

区
  
 
分

金
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千
円

千
円

千
円

千
円

１
調

査
研

究
費

28
1

24
8

33
需

用
費

28
1
書

籍
購

入
代

・
購

読
料

等

旅
費

1,
60
0

国
・
県
等
要
望
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全
国
町
村
議
会
議
長
会
、
西

日
本
・
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
関
係
会
議
等
出

席
旅
費

需
用

費
40
0
印

刷
製

本
費

、
食

糧
費

等

使
用

料
及

び
賃

借
料
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0
会

場
使

用
料

等

需
用

費
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表
彰

状
額

縁
代

役
務

費
15

表
彰

状
作

成
費

報
償

費
1,
40
0
講

師
謝

礼

旅
費

40
0
講

師
交

通
費

需
用

費
30
0
消

耗
品

費
等

使
用

料
及

び
賃

借
料

30
0
会

場
使

用
料

等

役
務

費
70

レ
ン

タ
ル

サ
ー

バ
ー

契
約

料
等

使
用

料
及

び
賃

借
料

10
ド

メ
イ

ン
使

用
料

備
品

購
入

費
20

ソ
フ

ト
等

購
入

費

計
5,
22
1

5,
08
8

13
3

比
　

較
前

年
度

予
算

額

2,
40
0

５
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
運

営
費

10
0

0
10
0

２
政

務
活

動
費

３
表

彰
費

４
研

修
会

費
2,
40
0

0

10
0

10
0

0

2,
34
0

2,
34
0

0

本
年

度
予

算
額

目
説

　
明

節
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第
４

款
　

諸
支

出
金

　
第

１
項

　
諸

支
出

金

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

１
諸

支
出

金
2,
70
0

2,
77
9

△
 7
9

負
担
金
、
補
助
及
び

交
付

金
2,
70
0

全
国
町
村
議
会
議
長
会
会
費
、
自
治
会
館
共
益

費
、
西
日
本
・
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
負
担
金

等

計
2,
70
0

2,
77
9

△
 7
9

第
５

款
　

予
備

費
　

第
１

項
　

予
備

費

区
  
 
分

金
  
 額

千
円

千
円

千
円

千
円

１
予

備
費

30
0

30
0

0
予

備
費

30
0

計
30
0

30
0

0

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

比
　

較
節

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

比
　

較
目 目

説
　

明

説
　

明

節
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町
村
負
担
金
は
、
総
額

1
8
,
8
0
8

千
円
を
、
国
勢
調
査
に
お
け
る
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
の
人
口
及
び

　
　
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
の
町
村
数
を
基
礎
と
し
て
、
次
の
比
率
に
よ
り
各
郡

町
村
議
会
議
長
会
、
も
し
く
は
、

　
　
郡
町
村
議
会
議
長
会
が
存
在
し
な
い
郡
に
お
い
て
は
各
町
村
に
賦
課
す
る
。

令
和
７
年
度
町
村
負
担
金
賦
課
方
法
に
つ
い
て

令
和
７
年
度
町
村
負
担
金
の
納
入
に
お
け
る
賦
課
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

人
口
割
　
７
／
１
０
　
　
　
町
村
均
等
割
　
３
／
１
０
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人
　
口

人
円

円
円

円

9
,3

9
2

37
3,

64
0

18
2,

01
3

55
5,
65
3

55
6,
00
0

玉
名

郡
4

3
8
,7

3
8

1,
54

1,
10

6
72

8,
05

2
2,
26
9,
15
8

2,
27
0,
00
0

菊
池

郡
2

7
8
,5

2
4

3,
12

3,
90

4
36

4,
02

6
3,
48
7,
93
0

3,
48
8,
00
0

阿
蘇

郡
6

3
3
,7

7
3

1,
34

3,
58

4
1,

09
2,

07
7

2,
43
5,
66
2

2,
43
5,
00
0

上
益

城
郡

5
8
1
,9

9
5

3,
26

1,
99

1
91

0,
06

5
4,
17
2,
05
5

4,
17
2,
00
0

八
代

郡
1

1
1
,0

9
4

44
1,

35
0

18
2,

01
3

62
3,
36
3

62
3,
00
0

葦
北

郡
2

1
9
,9

3
5

79
3,

07
0

36
4,

02
6

1,
15
7,
09
6

1,
15
7,
00
0

球
磨

郡
9

5
0
,3

7
2

2,
00

3,
93

9
1,

63
8,

11
6

3,
64
2,
05
5

3,
64
2,
00
0

天
草

郡
1

7
,1

1
4

28
3,

01
5

18
2,

01
3

46
5,
02
8

46
5,
00
0

計
31

33
0
,9

3
7

13
,1

65
,6

00
5,

64
2,

40
0

18
,8
08
,0
00

18
,8
08
,0
00

※
一

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

た
め

、
合

計
額
が
人
口
割
と
町
村
均
等
割
の
合
計
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

　
ま

た
、

合
計

額
の

千
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

た
も
の
が
調
定
額
で
あ
る
が
、
各
町
村
の
調
定
額
を
合
計
し
て
各
郡
の
調
定
額
と
し
て
い
る
た
め
、
四
捨
五
入
し
た
額
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

下
益

城
郡

1

令
和
７
年
度
町
村
負
担
金
　
各
郡
負
担
金
額
一
覧

郡
名

町
村
数

人
口
割
　
⑦

町
村
均
等
割
　
③

合
計
額

※
調
定
額

※
（
R2

年
国
調
）
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熊本県町村議会議長会会則 

 

昭和２４年 ７月１６日 創  立  平成 ３年 ２月２７日  一部改正 

昭和２６年 ６月２１日 一部改正  平成 ７年 ２月２１日  一部改正 

昭和２７年 ５月１０日 一部改正  平成１７年 ２月２１日  一部改正 

昭和２８年 ６月１１日 一部改正  平成１８年 ２月２１日  一部改正 

昭和２８年１２月１８日 一部改正  平成２２年 ３月２３日  一部改正 

昭和２９年１２月１５日 一部改正  平成２３年 ６月１４日  一部改正 

昭和３５年１２月１２日 全部を改正 平成２５年 ２月１９日  一部改正 

昭和３９年 ２月１８日 一部改正  令和 ５年 ２月２２日  一部改正 

 

 

 

 

第 １ 章  総    則 

（名 称） 

第１条 この会は、熊本県町村議会議長会という。 

（組 織） 

第２条 この会は、熊本県内の町村議会議長をもって組織する。 

（事務所の所在地） 

第３条 この会の事務所は、熊本市東区健軍２丁目４番１０号熊本県市町村自

治会館内に置く。 

（目 的） 

第４条 この会は、町村議会の連絡協調のもとに地方自治の振興、発展をはかる

ことを目的とする。 

（事 業） 

第５条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。 

１. 町村議会の連絡協調を行なうこと。 

２.  地方自治の振興に関する調査及び研究を行なうこと。 

３. 町村議会制度及び運営の改善に関する調査及び研究を行なうこと。 

４. 中央及び地方の自治関係団体との連絡協調をはかること。 

５. その他目的達成上必要な事項 
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第 ２ 章  役    員 

（役員の定義） 

第６条 この会に次の役員を置く。 

      会   長    １名 

      副 会 長    ２名 

      監   事    ２名   

      理   事    ９名 

（役員の選任） 

第７条 会長、副会長は理事の中から、監事は、町村議会議長の中から総会にお

いて選挙する。  

２．理事は、郡町村議会議長会長の職にある町村議会議長をもって充てる。ただ

し、郡町村議会議長会が存在しない郡においては、次の職をもって充てるも

のとする。 

（１）郡内の町村数が１つである場合は、その町村の議会議長 

（２）郡内の町村数が２つ以上である場合は、それらの町村を代表する町村の

議会議長 

（会長、副会長及び監事の職務） 

第８条 会長は、この会を代表し、会務を統理する。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、または欠けたときは、あらか

じめ会長の定めた順序に従い、その職務を代理する。 

３．会長及び副会長ともに事故あるとき、または欠けたときは理事会において臨

時会長代理者を互選するものとする。 

４．監事は事務の執行並びに会計を監査する。 

（役員の任期） 

第９条 会長、副会長及び監事の任期は２年とする。ただし補欠による役員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２．前項の任期は、第７条第１項の規定による会長選挙の日から起算する。ただ

し、前任者の任期満了の日前に選挙したときは、前任者の任期満了の日の翌日

から起算する。 

３.役員は任期満了しても後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとす

る。  

（役員の報酬） 

第１０条 役員には報酬を支給しない。ただし必要に応じ実費を弁償すること

ができる。 
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（顧 問） 

第１１条 この会に顧問を置くことができる。 

２．顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 

 

第 ３ 章  会    議 

（総会の議決事項） 

第１２条 総会は次の事項を議決する。 

１．会則を改正すること。 

２．歳入歳出予算を定めること。 

３．決算を認定すること。 

４．その他会長において必要と認める事項 

５．総会は、その権限に属する事項の一部を、理事会に委任することができる。 

（総会の招集） 

第１３条 総会は定期総会及び臨時総会とする。 

２．定期総会は毎年２月末日までに会長が招集しなければならない。 

３．臨時総会は、会長において必要があると認めるとき招集する。 

４．会長において必要があると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の

状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンライン」

という。）を活用し、総会を開催することができる。 

５．前項の規定に基づき、オンラインにより出席したものは、この会則の適用に

おいて、総会に出席したものとみなす。 

６．会長においてやむを得ない事由により会議を開くことができないと認める

ときは、書面による表決をもって総会に代えることができる。 

（表決権及び選挙権） 

第１４条 町村議会議長の委任を受け総会に出席した議員は、総会における表

決権及び選挙権を有する。 

（会議の定足数） 

第１５条 総会は、議長（前条において議長の委任を受けた議員を含む。）の半

数以上出席しなければ議事を開き議決することができない。 

（総会の議長） 

第１６条 総会の議長は、出席者の中から選ぶ。 

（総会の表決） 

第１７条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

２．前項の場合においては、議長は議決に加わる権利を有しない。 
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３．会則改正については、前２項の規定にかかわらず、出席者の３分の２以上の

多数による議決を必要とする。 

 

第 ４ 章  理  事  会 

（理事会の職務） 

第１８条 理事会の職務はこの会則に特別な定めがあるものを除くほか、次の

とおりとする。 

１．総会に付議すべき事項を審議すること。 

２．諸規則の制定及び改廃に関すること。 

３．総会の委任に基づき、総会の権限の一部を行なうこと。 

４．会長の諮問に応じ重要な会務に参画すること。 

５．その他会長において必要と認める事項。 

（理事の代理） 

第１９条 郡町村議会議長会長たる理事に事故あるとき、または欠けたときは、

当該郡町村議会議長会長の職務を代理するものは理事会に出席してその職務

を代理することができる。理事が、第７条第２項ただし書きにある議長の場

合についても、同様とする。 

（理事会の招集） 

第２０条 理事会は、会長において必要があると認めるとき招集する。 

２．第８条第３項の規定により臨時会長代理互選のために開く理事会は事務局

長が招集する。 

３．会長において必要があると認めるときは、オンラインを活用し、理事会を開

催することができる。 

４．前項の規定に基づき、オンラインにより出席したものは、この会則の適用に

おいて、理事会に出席したものとみなす。 

５．会長においてやむを得ない事由により会議を開くことができないと認める

ときは、書面による表決をもって理事会に代えることができる。 

（理事会の定足数） 

第２１条 理事会は、理事（第１９条において理事を代理するものを含む。）の

半数以上出席しなければ議事を開き議決することができない。 

（理事会の議長） 

第２２条 理事会の議長には会長をもって充てる。 

（理事会の表決） 

第２３条 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 
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２．前項の場合においては、議長は議決に加わる権利を有しない。 

 

第 ５ 章  事  務  局 

（事務局） 

第２４条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。 

（職 員） 

第２５条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。 

２．事務局長、書記及びその他の職員は会長が任免する。ただし事務局長を任免

するときは、理事会の同意を得なければならない。 

３．事務局長は、会長の命を受け、この会の事務を掌理する。 

４．書記及びその他の職員は、事務局長の命を受け庶務に従事する。 

 

第 ６ 章  会    計 

（経 費） 

第２６条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。 

（予算及び会計年度） 

第２７条 この会の歳入歳出予算は、会長が提出し理事会の審議を経て年度開

始前に、総会の議決を経なければならない。ただし、予算の補正で軽易なもの

については理事会の議決をもって総会の議決に替えることができる。     

この場合は次の総会に報告しなければならない。 

２．この会計年度は政府の会計年度による。 

（決 算） 

第２８条 この会の決算は、会長が監事の審査に付し、その意見を付けて、総会

の認定に付さなければならない。 

（会則施行の委任） 

第２９条 この会則の施行に関し必要な事項は理事会にはかって会長が別に定

める。 

 

 

附  則 

 

（施行期日） 

この会則は、昭和３６年 １月 １日から施行する。 

この会則は、昭和３９年 ２月１８日から施行する。 

この会則は、平成 ３年 ２月２７日から施行する。 
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この会則は、平成 ７年 ２月２１日から施行する。 

この会則は、平成１７年 ２月２１日から施行する。 

この会則は、平成１８年 ２月２１日から施行する。ただし、第６条中 

「監事３名」を「監事２名」に改める改正規定は、平成１９年６月１４日 

から施行する。 

この会則は、平成２２年 ３月２３日から施行する。 

この会則は、平成２３年 ６月１４日から施行する。 

この会則は、平成２５年 ２月１９日から施行する。 

この会則は、令和 ５年 ２月２２日から施行する。 
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熊本県町村議会議長会表彰規程 

 

昭和３７年 １月１８日  制定 

昭和５４年１２月 ５日一部改正 

 

第１条 本会は、この規程により次の各号の一に該当するものを表彰する。 

 

 １ 町村議会の正副議長として在職７年以上で功労のあった者 

 

 ２ 町村議会議員として在職１５年以上で功労のあった者 

 

 ３ 町村議会議員として在職２３年以上で功労のあった者 

 

 ４ 町村議会事務局長として在職８年以上、その他の職員として在職１２年

以上にして功労のあった者 

 

 ５ 系統町村議会議長会事務局長として在職１５年以上、その他の職員とし

て在職２０年以上にして功労のあった者 

 

 ６ 特別表彰 

   実在職歴３０年以上で、特に功労のあった者 

 

第２条 表彰は、本会理事会の選考を経て会長がこれを決定し、毎年定期総会に

おいてこれを行う。 

    但し、必要に応じて臨時に表彰することができる。 

 

第３条 表彰の方法は、表彰状を用い記念品を添える。 

 

第４条 表彰を受けた者は、表彰台帳に記録する。 

 

 

     附   則 

 

この規程は、公布の日から施行する。 

 

     附   則 

 

この規程は、公布の日から施行する。 
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